
取組内容に対する評価

評価 評価 実施内容 参考値

1 1 子ども・子育て支援 1 － － 教育・保育の「量の見込み」及び「確保方策」 こども未来局 幼保支援課 拡充 B B 資料1-5に記載

教育・保育施
設による保育
の「量」の拡
充

確保方策に基づき、認
定こども園及び保育園
による保育の「量」の
拡充を図ります。（確
保方策：P43参照）

地域型保育事業
による保育の
「量」の拡充

確保方策に基づき、地
域型保育事業による保
育の「量」の拡充を図
ります。（確保方策：
P43参照）

2 1 子ども・子育て支援 2 － ① 放課後児童クラブ（子どもルーム） こども未来局 健全育成課 拡充 B B 資料1-6に記載
放課後児童ク
ラブ（子ども
ルーム）

保護者が労働等により
昼間家庭にいない小学
生に対し、授業の終了
後に小学校の余裕教室
等を利用して適切な遊
び及び生活の場を与
え、その健全な育成を
図ります、（確保方
策：P45参照）

3 1 子ども・子育て支援 2 － ② 延長保育事業 こども未来局 幼保運営課 拡充 B B 資料1-6に記載 延長保育事業

認定こども園、保育園
等において、保育認定
を受けた子どもに対し
通常の利用時間以外の
時間に保育を実施しま
す。（確保方策：P45
参照）

4 1 子ども・子育て支援 2 － ③-1
一時預かり事業（幼稚園型）及び幼稚園預かり保
育

こども未来局 幼保支援課 拡充 B B 資料1-6に記載
一時預かり事
業

家庭において保育を受
けることが一時的に困
難となった乳幼児につ
いて、認定こども園、
幼稚園、保育園等その
他の場所において、一
時的に預かり、必要な
保護を行います。（確
保方策：P４６）

5 1 子ども・子育て支援 2 － ③-2 一時預かり事業（幼稚園型以外） こども未来局 幼保運営課 拡充 B B 資料1-6に記載
一時預かり事
業

再掲（９）

6 1 子ども・子育て支援 2 － ④ ファミリー・サポート・センター事業 こども未来局 幼保支援課 拡充 B B 資料1-6に記載
ファミリー・
サポート・セ
ンター事業

乳幼児や小学生等の児
童を有する子育て中の
保護者を会員として、
児童の預かり等の援助
を受けることを希望す
る者と当該援助を行う
ことを希望する者との
相互援助活動に関する
連絡、調整を行いま
す。（確保方策：P47
参照）

7 1 子ども・子育て支援 2 － ⑤ 病児保育事業 こども未来局 幼保支援課 B B 資料1-6に記載 病児保育事業

病児・病後児につい
て、病院、保育施設等
に付設された専用ス
ペース等において、看
護師等が一時的に保育
等を行います。（確保
方策：P47参照）

8 1 子ども・子育て支援 2 － ⑥ 地域子育て支援拠点事業 こども未来局 幼保支援課 B B 資料1-6に記載
地域子育て支
援拠点事業

乳幼児及びその保護者
が相互の交流を行う場
所を開設し、子育てに
ついての相談、情報の
提供、助言その他の援
助を行います。（確保
方策：P48参照）

9 1 子ども・子育て支援 2 － ⑦-1 利用者支援事業（子育て支援コンシェルジュ） こども未来局 幼保支援課 B B 資料1-6に記載

利用者支援事
業（子育て支
援コンシェル
ジュ）

子ども又はその保護者
の身近な場所で、教
育・保育施設や地域の
子育て支援事業等の情
報提供及び必要に応じ
相談・助言等を行うと
ともに、関係機関との
連絡調整等を実施しま
す。（確保方策：P48
参照）

10 1 子ども・子育て支援 2 － ⑦-2 利用者支援事業（母子健康包括支援センター） 保健福祉局 健康支援課 拡充 B B 資料1-6に記載

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

妊娠届出時に全妊婦へ
保健師又は助産師によ
る面接を実施するほ
か、妊娠・出産・子育
ての相談に応じるとと
もに、保健福祉サービ
ス等の情報提供を行
い、関係機関と連携を
図りながら安心して子
育てができるよう包括
的な支援を行います。
（確保方策：P49参
照）

11 1 子ども・子育て支援 2 － ⑧-1
子育て短期支援事業（短期入所生活援助事業・
ショートステイ）

こども未来局 こども家庭支援課 拡充 B B 資料1-6に記載

子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ）

保護者の疾病等の理由
により、家庭で養育を
受けることが一時的に
困難となった児童につ
いて、児童養護施設等
に短期入所させ、必要
な保護を行います。
（確保方策：P４９参
照）

12 1 子ども・子育て支援 2 － ⑧-2
子育て短期支援事業（夜間養護等事業・トワイラ
イトステイ）

こども未来局 こども家庭支援課 拡充 B B 資料1-6に記載

子育て短期支
援事業（トワ
イライトステ
イ）

保護者の就労等の理由
により、夜間や休日に
家庭で養育を受けるこ
とが一時的に困難と
なった児童について、
児童養護施設等におい
て、必要な保護を行い
ます。（確保方策：P
４９参照）

13 1 子ども・子育て支援 2 － ⑨ 妊婦健康診査 保健福祉局 健康支援課 B B 資料1-6に記載 妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及び
増進を図るため、医療
機関に委託し、妊娠中
の健康診査として、健
康状態の把握・検査計
測・保健指導を行いま
す。（確保方策：P５
０参照）

14 1 子ども・子育て支援 2 － ⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 保健福祉局 健康支援課 B B 資料1-6に記載
乳児家庭全戸
訪問事業

生後４か月未満の乳児
のいる全課程に対し、
保健師や助産師等が訪
問し、健康状態の確
認、健康や子育てに関
する相談、子育て支援
に関する情報提供を行
います。（確保方策：
P50参照）
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15 1 子ども・子育て支援 2 － ⑪-1 養育支援訪問事業 保健福祉局 健康支援課 B B 資料1-6に記載
養育支援訪問
事業

育児不安・育児ストレ
スや孤立感を抱える家
庭や乳幼児健康診査未
受診家庭に対し、養育
支援員が家庭訪問し、
子育ての相談に応じ、
乳幼児健康診査の受診
勧奨等を行います。
（確保方策：P５１参
照）

16 1 子ども・子育て支援 2 － ⑪-2 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 こども未来局 こども家庭支援課 B B 資料1-6に記載

子どもを守る
地域ネット
ワーク機能強
化事業

児童虐待・DVを防止
するため、専門職員を
配置し、支援内容・関
係機関等との連携を強
化します。

要保護児童対策
及びＤＶ防止地
域協議会

児童虐待・DVを防止
するため、関係機関・
団体等が要保護児童等
の情報を共有し、支援
内容を協議します。

子ども家庭支援
総合支援拠点事
業

子どもとその家庭及び
妊産婦等を対象に、子
ども等に関する相談全
般からより専門的な対
応や必要な調査、訪問
等により継続的なソー
シャルワーク業務等を
行う支援拠点を各区に
設置します。

17 1 子ども・子育て支援 2 － ⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 こども未来局
幼保運営課
幼保支援課

B B 資料1-6に記載
実費徴収に対
する補足給付
を行う事業

保護者の世帯所得の状
況等を勘案して、特定
教育・保育等又は特定
子ども・子育て支援を
受けた場合において、
保護者が支払うべき実
費徴収に係る費用等を
助成します。

18 1 子ども・子育て支援 2 － ⑬ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 こども未来局
幼保支援課
幼保運営課
幼保指導課

資料1-6に記載
多様な事業者
の参入促進・
能力活用事業

認定こども園、保育園
等への民間事業者の参
入の促進に関する調査
研究その他多様な事業
者の能力を活用した認
定こども園、保育園等
の設置又は運営を促進
します。

19 1 子ども・子育て支援 3 1 ①

私立幼稚園及び民間保育園に対して認定こども園
の意義について周知すること、認定こども園への
移行を希望する事業者からの相談に丁寧に対応す
ること、認定こども園に移行する際に必要となる
費用を助成すること等により認定こども園への円
滑な移行を支援します。

こども未来局 幼保支援課 B B

個別の移行相談に応じた。
なお、令和5年度は2園が移行し、移行園
が実施する保護者説明会に同席し、認定こ
ども園の趣旨、利用手続、保育料等につい
て周知を行った。

令和6年4月1日時点の認定こども園数
　幼保連携型 10園（私立）
　幼稚園型　 32園（私立）
　保育所型　　2園（公立）
　保育所型　　1園（私立）
　地方裁量型　1園（私立）

私立幼稚園及
び民間保育園
に対する認定
こども園移行
支援

私立幼稚園及び民間保
育園に対する認定こど
も園の意義について周
知、認定こども園への
移行を希望する私立幼
稚園及び民間保育園か
らの相談への丁寧な対
応等により、私立幼稚
園及び民間保育園から
認定こども園への円滑
な移行を支援する。

認定こども園移
行のための施設
整備・改修補助

私立幼稚園、保育園が
認定こども園に移行す
る際に必要となる施設
整備費用や改修費用に
対する補助金を交付し
ます。

20 1 子ども・子育て支援 3 2 ①

市内の認定こども園と連携し、教育・保育の実践
例・多様な保護者ニーズの把握など、具体的な施
設運営に係る調査・研究を行い、認定こども園、
幼稚園、保育園とのノウハウの共有を図ります。

こども未来局 幼保指導課 B B

市内の認定こども園、保育園、保育所、地
域型保育事業、認可外保育施設を対象とし
た、保育内容現場研修を開催し（民間施設
14か所　公立施設15か所実施）、教育・
保育の実践例など、ノウハウの共有を図っ
た。

―

認定こども園
における施設
運営に係る調
査・研究

市内の認定こども園と
連携し、教育・保育の
実践例・多様な保護者
ニーズの把握など、具
体的な施設運営に係る
調査・研究を行い、認
定こども園、幼稚園、
保育園とのノウハウの
共有を図ります。

21 1 子ども・子育て支援 3 3 ①

公立・民間の認定こども園における実践例を踏ま
えつつ、保護者等に対する周知・広報を行い、認
定こども園の意義や子どもにとってのメリットの
浸透を図ります。

こども未来局 幼保支援課 B B
4月の一斉入所に向けた案内に認定こども
園の概要を記載した資料を合わせて配布し
た。

―

認定こども園
に関する保護
者に対する普
及啓発

公立・民間の認定こど
も園における実践例を
踏まえつつ、保護者等
に対する周知・後方行
い、認定こども園の意
義や子どもにとっての
メリットの浸透を図り
ます。

22 1 子ども・子育て支援 4 1 ①

「千葉市幼・保・小関連教育推進協議会」におけ
る推進指定校を中心としたモデル事業の実施によ
り、認定こども園、幼稚園、保育園と小学校にお
ける子ども同士の交流や、職員同士の交流を促進
します。

教育委員会 教育指導課 B B

・千葉市幼・保・小連携教育推進協議会を
年2回
　実施した。
・推進校（小学校）を各区2校ずつ指定
し、近隣
　幼稚園・保育所等と交流活動を実施し
た。

推進指定校　　　　12校
幼稚園・保育所等　34施設

千葉市幼・
保・小連携教
育推進協議会
の実施

推進指定校を中心とし
たモデル事業の実施に
より、認定こども園、
幼稚園、保育園と小学
校における子ども同士
の交流や、職員同士の
交流を促進します。

23 1 子ども・子育て支援 4 2 ①

幼保小連携・接続の推進として、「アプローチカ
リキュラム」の普及を進めるとともに、認定こど
も園、幼稚園、保育園と小学校の連携・交流活動
の定着化・活性化を図るほか、職員同士の情報交
換会の開催、家庭と保護者に対する啓発・支援を
行います。また中長期的指針の策定について検討
します。

こども未来局 幼保支援課 B B

幼保こ小間の連携・交流活動の普及・定着
化として、小学校教諭と保育士との意見交
換会を実施した。
家庭向け啓発リーフレットを配布した。

意見交換会：小学校1校、保育所2か所
リーフレット　全年長児

幼保小連携・
接続の推進

「アプローチカリキュ
ラム」の普及を進める
とともに、認定こども
園、幼稚園、保育園と
小学校の連携・交流活
動の定着化・活性化を
図るほか、家庭と保護
者に対する啓発・支援
を行います。また、中
長期的方針の策定につ
いて検討します。

情報交換会の開
催

幼児教育と小学校教育
とのつながりを強化す
るとともに、幼児教育
の質の向上を図るた
め、幼稚園・保育園・
認定こども園・小学校
の教職員同士の連携強
化を進めるます。

24 1 子ども・子育て支援 5 － －

幼児教育・保育の無償化において、保護者の利便
性を向上するため、可能な限り施設を通じて保護
者への周知や申請書等の取りまとめを行うほか、
幼稚園や認可外保育施設等については、年4回の
給付（幼稚園の入園料、保育料については、代理
受領、その他は償還払い）を実施します。また、
無償化の実施状況を踏まえ、施設や保護者の事務
負担軽減や利便性向上のため、給付方法について
検討します。

こども未来局
幼保運営課
幼保支援課

B B

【幼保運営課】
年4回四半期ごとの償還払いの実施した。

【幼保支援課】
幼稚園に対し、年4回の代理受領を実施し
た。
預かり保育等を利用した保護者に対し、年
4回償還払いを実施した。

各種決算額（単位千円）
　新制度未移行幼稚園  1,948,453
　特別支援学校幼稚部  11
　預かり保育（新制度未移行幼稚園） 
86,329 
　預かり保育（新制度移行幼稚園） 
4,069
　預かり保育（認定こども園） 24,572
　認可外保育施設  55,708
　一時預かり事業  1,808
　病児・病後児保育事業  ０
　子育て援助活動支援事業
　(ファミリ―・サポ―ト・センタ―事業） 
149 
　計 2,121,099

子育てのため
の施設等利用
給付の円滑な
実施の確保

幼児教育・保育の無償
化において、保護者の
利便性を向上するた
め、可能な限り施設を
通じて保護者への周知
や申請書類等の取りま
とめを行うほか、幼稚
園や認可外保育施設等
については、年４回の
給付（幼稚園の入園
料・保育料について
は、代理受領、その他
は償還払い）を実施し
ます。また、無償化の
実施状況を踏まえ、施
設や保護者の事務負担
軽減や利便性向上のた
め、給付方法について
検討します。

25 1 子ども・子育て支援 6 1 ①
公立保育所（認定こども園を含む）における職種
別研修や非常勤職員に対する計画的な研修を実施
し、必要な知識や技能の習得を促進します。

こども未来局 幼保指導課 B B

公立保育所（認定こども園を含む）におけ
る職種別研修や非常勤職員に対する計画的
な研修を実施し、必要な知識や技能の習得
を促進した。

短期派遣研修　20回
部門別研修　　44回

公立保育所職
員研修事業

公立保育所（認定こど
も園を含む）における
職種別研修や非常勤職
員に対する計画的な研
修を実施し、必要な知
識や技能の習得を促進
します。

26 1 子ども・子育て支援 6 1 ②
教育・保育関係団体が会員を対象として開催する
研修の実施を支援し、必要な知識や技能の習得を
促進します。

こども未来局
幼保支援課
幼保運営課
幼保指導課

B B
公益社団法人千葉市民間保育園協議会及び
公益社団法人千葉市幼稚園協会が実施する
研修に係る費用について、補助を行った。

千葉市民間保育園協議会補助　1,720千円
千葉市幼稚園協会補助　　　　6,000千円

千葉市保育協
議会保育所保
育士等研修委
託事業

千葉市保育協議会に職
種別研修を委託し、認
可保育施設のほか、認
可外保育施設等も対象
として必要な知識や技
能の習得を促進しま
す。

千葉市民間保育
園協議会研修補
助事業

千葉市民間保育園協議
会が会員を対象として
開催する研修等の実施
を支援するための補助
金を交付し、必要な知
識や技能の習得を促進
します。

千葉市幼稚園協
会研修等補助事
業

千葉市幼稚園協会が会
員を対象として開催す
る研修等の実施を支援
するための補助金を交
付し、必要な知識や技
能の習得を促進しま
す。
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27 1 子ども・子育て支援 6 1 ③
施設の種別を超えた合同研修を実施し、教育・保
育の質の向上を図るとともに、職員間の交流や知
識・ノウハウの共有を促進します。

こども未来局
幼保支援課
幼保指導課

B B

【幼保支援課】
小学校教諭と保育士との意見交換会に合わ
せて、保育見学を行い・接続アドバイザー
による講評を行った。

【幼保指導課】
集合研修での研修を実施した。

【幼保支援課】
小学校教諭による保育見学：1回

【幼保指導課】
幼保指導課主催集合研修：22回
現場研修：29カ所
各区アレルギー研修：6回

保育園・幼稚
園等合同研修
事業

施設の種別を越えた合
同研修を実施し、教
育・保育の質の向上を
図るとともに、職員間
の交流や知識・ノウハ
ウの共有を促進しま
す。

28 1 子ども・子育て支援 6 1 ④
教育・保育人材の自己評価を通じて、資質の向上
を図ります。

こども未来局 幼保指導課 B B
公立保育所では全施設実施している。民間
園については巡回の際に確認・助言を行っ
ている。

―
教育・保育人
材の自己評価
の実施

教育・保育人材の自己
評価を通じて、資質の
向上を図ります。

29 1 子ども・子育て支援 6 1 ⑤
教育・保育関係団体非加盟園、地域型保育事業、
認可外保育施設等の職員に対する研修の機会を創
出し、受講を促進します。

こども未来局 幼保指導課 C B
地域型保育事業及び認可外保育施設に従事
する職員を対象に保育技術を学ぶ職員研修
を実施した。

―

教育・保育関
係団体非加盟
園等に対する
研修機会の創
出

教育・保育関係団体非
加盟園、地域型保育事
業、認可外保育施設等
の職員に対する研修の
機会を創出し、受講を
促進します。

30 1 子ども・子育て支援 6 1 ⑥
教育・保育人材の資質向上、離職防止、人材確保
等のための拠点づくりについて検討・実施しま
す。

こども未来局 幼保指導課 新規 資料1-3に記載

教育・保育人
材の資質向上
等のための拠
点づくり

教育・保育人材の資質
向上、離職防止、人材
確保等のための拠点づ
くりについて検討・実
施します。

31 1 子ども・子育て支援 6 1 ⑦
上記のほか、相互連携協定を提携した市内の短期
大学 と連携し、教育・保育人材の資質向上策を検
討します。

こども未来局
(幼保支援課)
幼保指導課

B B

相互連携協定に基づき、子育て支援員研修
（基本部分）、保育士等キャリアアップ研
修、潜在保育士・看護師再就職支援研修、
サバティカル研修を実施した。

―

市内短期大学
との連携によ
る教育・保育
人材の質向上
策の検討

相互連携協定を提携し
た市内短期大学と連携
し、教育・保育人材の
資質向上策を検討・実
施します。

32 1 子ども・子育て支援 6 2 ①
幼保連携型認定こども園に配置する「保育教諭 」
を確保するため、保育士資格と幼稚園教諭免許状
の併有を促進します。

こども未来局
幼保支援課
幼保運営課

C C

幼稚園免許所有者で、保育士資格を新たに
取得するための受講料助成を募集し応募が
なかったが、今後も周知・実施を継続す
る。

―

保育教諭確保
のための保育
士資格取得補
助事業

幼保連携型認定こども
園に配置する「保育教
諭」を確保するため、
職員の保育士資格取得
を推進する私立幼稚園
に対し、単位取得のた
めの受講料及び代替職
員の雇用費用を補助し
ます。

保育教諭確保の
ための幼稚園教
諭免許状取得補
助事業

幼保連携型認定こども
園に配置する「保育教
諭」を確保するため、
職員の幼稚園教諭免許
状取得を推進する民間
保育園に対し、単位取
得のための受講料及び
代替職員の雇用費用を
補助します。

33 1 子ども・子育て支援 6 2 ②
認可外保育施設の認可化にあたり、職員の保育士
資格取得を促進します。

こども未来局 幼保運営課 B B
認可外保育施設の認可化にあたり、職員の
保育士資格取得を促進した。

適宜制度の周知を実施
認可外保育施
設保育士資格
取得支援事業

認可外保育施設が認可
保育園に移行すること
等によって必要となる
保育士を確保するた
め、職員の保育士資格
取得を推進する施設に
対し、単位取得のため
の受講料及び代替職員
の雇用費用を補助しま
す。

34 1 子ども・子育て支援 6 2 ③
いわゆる「潜在保育士 」等の市内の認定こども
園、保育園等への再就職支援策を検討・実施しま
す。

こども未来局 幼保指導課 拡充 資料1-3に記載

「潜在保育
士」等の市内
の認定こども
園、保育園等
への再就職支
援

「潜在保育士」等の市
内の認定こども園、保
育園等への再就職支援
策を検討・実施しま
す。

35 1 子ども・子育て支援 6 2 ④

県内外の幼稚園教諭・保育士養成施設の在校生・
卒業生に対するＰＲ活動を強化し、市内の認定こ
ども園、幼稚園、保育園等への就職を促進しま
す。

こども未来局 幼保指導課 B B

人事委員会と連携し、保育士養成施設に対
して出張保育士就職説明会を実施したほ
か、他団体が主催する就職セミナー等に出
席し、本市公立保育所のＰＲを行った。

県内養成校　3か所
県外養成校　1か所
養成校以外が主催する説明会への参加　3
回
千葉市が主催する説明会への参加　1回
延参加人数　220人

幼稚園教諭・
保育士養成施
設に対する採
用PR

県内外の幼稚園教諭・
保育士養成施設の在校
生・卒業生に対するPR
活動を強化し、市内の
認定こども園、幼稚
園、保育園等への就職
を促進します。

36 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑤

市内の認定こども園、保育園等に就労（内定含
む）の保育士資格保有者、市内の子どもルームに
就労（内定含む）する指導員について、認定こど
も園、保育園等利用選考における優先度を高め、
保育現場への就労を促進します。

こども未来局 幼保運営課 B B

父母いずれかが保育士等（※）の資格を有
しており、かつ管内保育施設(認可保育
所、認定こども園、地域型保育事業、千葉
市保育ルーム認定施設、企業主導型事業所
内保育事業)で月64時間以上就労する場
合」は、選考上優先扱いとした。

※保育士、幼稚園教諭、保育教諭が対象と
なる。ただし、幼稚園教諭及び保育教諭に
ついては、千葉市の管内の認定こども園で
勤務（予定）する者に限る。

令和5年4月一斉入所　137人

市内認定こど
も園、保育園
等に勤務する
保育士資格保
有者の保育園
等の優先利用

市内の認定こども園、
保育園等に就労予定の
保育士資格保有者につ
いて、認定こども園、
保育園等利用選考にお
ける優先度を高め、保
育現場への就労を促進
します。

37 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑥
「子育て支援員」制度の活用により、子育て経験
豊かな世代等を活用して、認定こども園、保育園
等に従事する人材の確保を図ります。

こども未来局 幼保指導課 B B

・市内三短期大学により設立されたＮＰＯ
法人千葉市保育士研修センターMANABI
及び（株）ポピンズプロフェッショナルに
委託し子育て支援員研修(地域保育コース
の地域型保育及び一時預かり事業)を実施
した。
・子育て支援員研修（基本研修及び専門研
修）を修了した者に対し、子育て支援員と
して修了証書を交付した。

【開催回数】
　基本研修4回、専門研修2回
　参加人数計　102人

子育て支援員
による人材確
保

「子育て支援員」制度
の活用により、子育て
経験豊かな世代等を活
用して、認定こども
園、保育園等に従事す
る人材の確保を図りま
す。

38 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑦

認定こども園・保育園等に勤務する職員の出産や
疾病等による離職を抑制するとともに、当該職員
が休暇を取得している間の施設の負担を軽減する
ため、代替職員の雇用を支援します。

こども未来局 幼保運営課 B B

認定こども園・保育園等に勤務する職員の
出産や疾病等による離職を抑制するととも
に、当該職員が休暇を取得している間の施
設の負担を軽減するため、代替職員の雇用
を支援した。

決算額：446千円
産休代替職員
補助事業

認定こども園、保育園
等に勤務する職員の出
産や疾病等による離職
を抑制するとともに、
当該職員が休暇を取得
している間の施設の負
担を軽減するため、代
替職員の雇用に係る費
用に対する補助金を交
付します。

39 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑧
保育士等宿舎借り上げ支援事業、保育士等給与改
善事業の実施による待遇改善により、保育士等の
確保、離職防止を図ります。

こども未来局 幼保運営課 B B
保育士等宿舎借り上げ支援事業、保育士等
給与改善事業の実施による待遇改善によ
り、保育士等の確保、離職防止を図った。

宿舎借り上げ支援事業　262,613千円
給与改善事業　　　　1,213,140千円

保育士等宿舎
借り上げ支援
事業

保育士等の宿舎の借上
げを行う認定こども
園、保育園等に対し、
費用の一部を助成しま
す。

保育士等給与改
善事業

保育士等の給与改善を
行う認定こども園、保
育園等事業者に対し、
上限の範囲内で費用を
助成します。

40 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑨

千葉市社会福祉協議会を通じ、指定保育士養成施
設に就学するための資金の貸付や幼稚園教諭・保
育士の就職準備金の貸付などの人材確保促進策を
実施します。

こども未来局 幼保運営課 B B

千葉市社会福祉協議会を通じ、指定保育士
養育施設に就学するための資金の貸付や幼
稚園教諭・保育士の就職準備金の貸付など
の人材確保促進策を実施した。

平成28年度より継続して実施 就学資金貸付

千葉市社会福祉協議会
を通じ、指定保育士養
成施設に進学予定・在
学の方に修学資金を貸
し付けます。

保育補助者雇上
げ費貸付

千葉市社会福祉協議会
を通じ、保育士の労働
環境改善等に積極的に
取り組んでいる認定こ
ども園（幼保連携
型）、保育園等に対
し、保育補助者の雇い
上げに必要な費用の貸
付を行います。

保育料一部貸付

千葉市社会福祉協議会
を通じ、未就学児を持
つ保育士が、千葉市内
の認定こども園、幼稚
園、保育園等に勤務す
る際に、当該保育士が
支払うべき未就学児の
保育料の一部を貸し付
けます。

就職準備金貸付

千葉市社会福祉協議会
を通じ、保育士資格を
持つ方が千羽市内の認
定こども園、幼稚園、
保育園等に勤務するこ
とが決定した場合に、
就職準備金を貸し付け
ます。
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③
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資料１－４濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所

41 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑩
千葉労働局・ハローワークとの「千葉市雇用対策
協定」を推進し、教育・保育人材の確保を図りま
す。

こども未来局 幼保運営課 B B
千葉労働局・ハローワークとの「千葉市雇
用対策協定」を推進し、教育・保育人材の
確保を図った。

平成28年度より継続して実施
協定に基づく
相互協力

千葉労働局・ハロー
ワークと「千葉市雇用
対策協定」を締結し、
教育・保育人材の確保
を図ります。

42 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑪
教育・保育人材の資質向上、離職防止、人材確保
等のための拠点づくりについて検討します。

こども未来局 幼保指導課 再掲

教育・保育人
材の資質向上
等のための拠
点づくり

再掲（３８）

43 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑫
上記のほか、相互連携協定を提携した市内の短期
大学と連携し、教育・保育人材の確保策を検討し
ます。

こども未来局 幼保指導課 B B

ＮＰＯ法人千葉市保育士研修センター
MANABI（三短期大学）との連携事業と
して実施している特別講座の周知実施
・キャリアアップ研修の実施
・サバティカル研修の実施

サバティカル研修
　2分野各1日間の研修を実施。
　参加人数…20名

保育士等キャリアアップ研修
　実施分野…7分野
　修了者数…528人

市内短期大学
との連携によ
る教育・保育
人材の確保策
の検討

相互連携協定を締結し
た市内短期大学と連携
し、教育・保育人材の
確保策を検討します。

44 1 子ども・子育て支援 6 3 ①

認定こども園、保育園において、１・２歳児に係
る職員配置基準を国基準の６：１から５：１に上
乗せすることにより、児童の処遇の向上を図りま
す。

こども未来局 幼保運営課 B B

認定こども園、保育園において、1・2歳
児に係る職員配置基準を国基準の6：1か
ら5：1に上乗せすることにより、児童の
処遇の向上を図った。

全園で実施
１・２歳児に
係る職員配置
の上乗せ

認定こども園、保育園
において、１・２歳児
に係る職員配置基準を
国基準の６：１から
５：１に上乗せし、保
育士の加配に必要な費
用を助成します。

45 1 子ども・子育て支援 6 3 ②
認定こども園、保育園等の認可等にあたり、外部
の専門家・有識者 による審査を行い、適切な施設
運営の確保を図ります。

こども未来局
こども企画課
幼保支援課

B B

保育園等の認可等にあたり、外部の専門
家・有識者で構成された千葉市社会福祉審
議会児童福祉専門分科会設置認可部会にお
いて審査を行った。

設置認可部会　　6回開催
　審査件数　　　17件
　うち認可適格　17件
　　　　（うち、競争により4件は落選）

認可に当たっ
ての外部の専
門家・有識者
による審査

認定こども園、保育園
等の認可等にあたり、
外部の専門家・有識者
による附属機関（社会
福祉審議会児童福祉専
門分科会設置認可部
会）による審査を行
い、適切な施設運営の
確保を図ります。

こども未来局 幼保指導課

児童福祉法及び認可外保育施設指導監督基
準に基づき指導監査を実施するとともに、
保育の質の確保と更なる向上のため、市嘱
託職員を配置し、定期的な巡回指導を実施
した。

巡回指導　
　民間保育園・認定こども園　　668回
　認可外　　　　　　　　　　　121回
　地域型保育事業　　　　　　　347回

施設に対する
定期監査

認定こども園、保育園
等に対する定期的な監
査を実施し、適切な運
営の確保を図ります。

施設に対する巡
回指導

認定こども園、保育園
等に対する市嘱託職員
による巡回指導を実施
し、適切な運営の確保
を図ります。

保健福祉局 保健福祉総務課
教育・保育施設及び地域型保育事業所等の
定期監査を実施した。

実施状況　実施率　91.4％
　民間保育園　42施設（計画数48施設）
　幼保連携型認定こども園　0施設（計画
数0施設）
　小規模保育事業所　15施設（計画数15
施設）
　事業所内保育事業所　4施設（計画数4
施設）
　認可外保育施設　24施設（計画数26施
設）

施設に対する
定期監査

再掲（５８）

47 1 子ども・子育て支援 6 4 ①
認定こども園、保育園等における運営に関する評
価の実施を促進するとともに監査結果の公表を実
施し、適切な運営の確保を図ります。

こども未来局
幼保支援課
幼保指導課

B B

施設認可の際、整備補助を活用する事業者
の選定にあたり、第三者評価を加点項目と
し、導入の促進を図った。
令和5年度から、前年度の監査結果を公表
することとしており、令和5年度は、令和
4年度の監査結果を公表した。

―
運営に関する
自己評価の実
施

認定こども園、幼稚
園、保育園等における
運営に関する自己評価
を実施し、適切な運営
の確保を図ります。

運営に関する関
係者評価・第三
者評価の実施促
進

認定こども園、幼稚
園、保育園等における
運営に係る関係者評
価・第三者評価の実施
を促進し、適切な運営
の確保を図ります。

監査結果の公表
監査結果を公表し、適
切な運営の確保を図り
ます。

48 1 子ども・子育て支援 6 5 ①
民間認定こども園、保育園に国配置基準を超えた
職員配置が可能となるよう、助成を行います。

こども未来局 幼保運営課 B B
民間認定こども園、保育園に国配置基準を
超えた職員配置が可能となるよう助成を
行った。

決算額　2,019,903千円
保育士等配置
基準改善事業

国の配置基準を超えて
職員配置を行った保育
施設の事業者に対し、
上限の範囲内で費用を
助成します。

49 1 子ども・子育て支援 6 5 ②
認定こども園、保育園等におけるICT化を進める
など、保育士等が保育にいっそう注力できる環境
を整えます。

こども未来局
幼保運営課
幼保支援課
幼保指導課

B B

●民間
認定こども園、保育園等におけるICT化等
に必要な経費の支援を行った。

●公立
保育業務支援システムの継続運用

●民間　決算額　5,858千円
　システム導入（認可園）　9園　5,357
千円
　通訳機器導入　              15園　　376
千円
　システム導入（認可外）    1園　　125
千円

●公立　
公立保育所等55施設に393台のタブレッ
ト端末を配置

認定こども
園、保育園等
におけるICT化
推進事業

認定こども園、保育園
等においてICT化を推
進するなど、保育士等
が保育にいっそう注力
できる環境を整えま
す。

公立保育所への
保育業務支援シ
ステムの導入

保育現場の事務負担を
軽減することにより、
保育の質の向上を図る
とともに、保護者の利
便向上を図るため、
CHAINS更新に合わせ
て、保育業務支援シス
テムを導入します。

事故防止推進事
業

午睡時の重大事項防止
のための備品の購入に
必要な費用を助成しま
す。

50 1 子ども・子育て支援 6 5 ③

認定こども園、保育園等における外国人児童（保
護者）やアレルギー児などに対応するための保育
補助者（通訳等）の配置について検討・実施しま
す。

こども未来局 幼保指導課 新規 資料1-3に記載

認定こども
園、保育園等
における外国
人児童・アレ
ルギー児等へ
の対応のため
の保育補助者
の配置

外国人児童（保護者）
やアレルギー児などに
対応するための保育補
助者（通訳等）の配置
について検討・実施し
ます。

51 1 子ども・子育て支援 6 5 ④
良好な保育環境・労働環境を確保するため、老朽
化した認定こども園、保育園の改築等について検
討・実施します。

こども未来局 幼保支援課 新規 資料1-3に記載
認定こども
園、保育園の
老朽化対策

良好な保育環境・労働
環境を確保するため、
老朽化した認定こども
園、保育園の改修等に
ついて検討・実施しま
す。

1 子ども・子育て支援 6 5
園外活動における園児の安全を確保するため、
キッズゾーンの整備や、キッズガードの配置費用
の助成を行います。

こども未来局 幼保運営課 新規 資料1-3に記載

キッズゾーン
の整備・キッ
ズガードの配
置助成

園外活動における園児
の安全を確保するた
め、キッズゾーンの整
備や、キッズガードの
配置費用の助成を行い
ます。

52 1 子ども・子育て支援 6 6 ①
指導員及び補助指導員に対する計画的な研修を実
施し、必要な知識や技能の習得を促進します。

こども未来局 健全育成課 B B 対面での集合研修を実施した。

・「放課後の居場所における子どもたちへ
の暴力の根絶に向けて」（R5.10実施）
・「行動に課題の見られる子どもや障害の
ある子どもをどう支援するか」（R6.1実
施）

子どもルーム
指導員・補助
指導員研修

指導員及び補助指導員
に対する計画的な研修
を実施し、必要な知識
や技能の習得を促進し
ます。

53 1 子ども・子育て支援 6 6 ②
保育士資格や小中学校等教諭免許状の保有者等に
対する積極的な採用ＰＲを行い、指導員の確保を
図ります。

こども未来局 健全育成課 B B
退職（予定）教員及び退職（予定）保育士
の説明会時に募集案内を配布した。

それぞれ1回ずつ、合計2回

保育士資格・
小中学校等教
諭免許状保有
者に対する採
用ＰＲによる
子どもルーム
指導員の確保

保育士資格や小中学校
等教諭免許状の保有者
等に対する積極的な採
用PRを行い、指導員の
確保を図ります。

B B46 36子ども・子育て支援1
認定こども園、保育園等に対する定期的な監査や
市嘱託職員等による巡回指導を実施し、適切な運
営の確保を図ります。

③
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54 1 子ども・子育て支援 6 6 ③
子育て経験豊かな主婦等に対する積極的な採用Ｐ
Ｒを行い、補助指導員の確保を図ります。

こども未来局 健全育成課 B B
運営受託事業者が求人募集サイト等での募
集を適宜実施した。

年間を通して随時募集

主婦等に対す
る採用ＰＲに
よる子ども
ルーム補助児
童員の確保

子育て経験豊かな主婦
等に対する積極的な採
用PRを行い、補助指導
員の確保を図ります。

55 1 子ども・子育て支援 6 6 ④
子どもルームに対する定期的な巡回指導を行うと
ともに、民間クラブに対して必要に応じて立ち入
りを行うなど、適切な運営の確保を図ります。

こども未来局 健全育成課 B B
市職員が施設を訪問し、施設状況を確認す
るとともに、現地の指導員等から聞き取り
調査を行うモニタリング調査を実施した。

当初予定　公設ル―ム18か所
　　　　　民設ル―ム   4か所
　　　　　計22か所
結果　　　公設ル―ム12か所
　　　　　民設ル―ム　6か所
　　　　　計18か所

子どもルーム
に対する定期
巡回指導等

子どもルームに対する
定期的な巡回指導を行
うとともに、民間クラ
ブに対して必要に応じ
て立ち入りを行うな
ど、適切な運営の確保
を図ります。

56 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑤
保育士、子どもルーム指導員等を父母にもつ児童
に対し、入所審査の際に加点することで優遇し、
保育士、指導員等の不足への対策を図ります。

こども未来局 健全育成課 B B
父母が市内の保育所・ルーム等で保育士や
ルーム指導員として就労している場合、加
点対象として優遇している。

ル―ム指導員としての加点　　7名
保育士としての加点　　　  287名

保育士、子ど
もルーム指導
員等を父母に
持つ児童の子
どもルームへ
の入所優遇

保育士・子どもルーム
指導員等を父母にもつ
児童に対し、入所審査
の際に加点することで
優遇し、保育士、指導
員等の不足への対策を
図ります。

57 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑥

子どもルーム指導員の処遇改善を行うことによ
り、指導員の離職防止を図るとともに、新規指導
員の採用を促すことで、慢性的に不足している指
導員を確保します。

こども未来局 健全育成課 新規 資料1-3に記載
子どもルーム
指導員給与の
改善

子どもルーム指導員の
処遇改善を指導員を確
保します。

58 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑦
⑥の方策にあわせて、さらなる指導員の確保を図
るため、民間事業者への委託の拡大を実施しま
す。

こども未来局 健全育成課 拡充 資料1-3に記載
民間事業者へ
の委託拡大の
検討

「子どもルーム指導員
給与改善」の方策にあ
わせて、さらなる指導
員の確保を図るため、
民間事業者への委託の
拡大を検討・実施しま
す。

59 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑧

民間事業者による放課後児童クラブ（学童保育）
の運営に対して補助金を交付し、各事業者による
特色ある保育により多様な利用者ニーズへ対応し
ていきます。

こども未来局 健全育成課 拡充 資料1-3に記載
民間事業者へ
の運営費等の
補助

民間事業者による放課
後児童クラブ（学童保
育）の運営に対して補
助金を交付し、各事業
者による特色ある保育
により多様な利用者
ニーズへ対応していき
ます。

60 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑨
民間事業者が、より広範囲の地区や多様なニーズ
の受け皿になることができるよう送迎補助などの
多様な補助メニューを検討・実施します。

こども未来局 健全育成課 新規 資料1-3に記載

送迎補助など
の多様な補助
メニューの検
討

民間事業者が、より広
範囲の地区や多様な
ニーズの受け皿になる
ことができるよう送迎
補助などの多様な補助
メニューを検討・実施
します。

61 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑩
入退所管理システムの導入、学校敷地外の子ども
ルームへのAEDの設置により、利用児童の安全・
安心を確保します。

こども未来局 健全育成課 新規 資料1-3に記載
入退所管理シ
ステムの導入

入退所管理システムの
導入により、利用児童
の安全・安心を確保し
ます。

学校敷地外の子
どもルームへの
AEDの設置

学校敷地外の子ども
ルームへのAEDの設置
により、利用児童の安
全・安心を確保しま
す。

62 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑪
全学年を対象とした子どもルームの整備による高
学年ルームの解消や施設改善のための改修などに
より、保育環境の向上を図ります。

こども未来局 健全育成課 B B 高学年ルームの施設改善5か所。
改善5か所（花園小学校、幕張東小学校、
稲丘小学校、轟小学校、都賀の台小学校）

子どもルーム
の環境改善

全学年を対象とした子
どもルームの整備によ
る高学年ルームの解消
や施設改修などによ
り、保育環境の向上を
図ります。

63 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑫
子どもルームを利用する児童に対して、学習でき
る環境を整えるなどして、学習機会を提供しま
す。

こども未来局 健全育成課 新規 資料1-3に記載

子どもルーム
利用児童への
学習機会の提
供

子どもルームを利用す
る児童に対して、学習
できる環境を整えるな
どして、学習機会を提
供します。

64 1 子ども・子育て支援 6 ６ ⑬

共働き家庭等の児童を含む希望するすべての児童
が放課後子ども教室の活動プログラムに参加でき
るよう、子どもルームの児童が参加する共通プロ
グラムの実施にあたっては、放課後こども教室と
子どもルームで連携を図ります。

教育委員会
こども未来局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 第6章に再掲

放課後こども
児湯室と子ど
もルームの連
携

再掲（１６４）

65 1 子ども・子育て支援 6 ６ ⑭

放課後子ども教室と子どもルームの運営を一体的
に行い、放課後に希望するすべての児童を対象に
「安全・安心に過ごせる居場所」と「学びのきっ
かけ」を提供する放課後子ども教室・子どもルー
ム一体型モデル事業を、アフタースクール事業と
して本格実施します。

教育委員会
こども未来局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 第6章に再掲
アフタース
クールの実施

再掲（１６５）

1 子ども・子育て支援 6 6
子どもルーム・アフタースクールにおいて、ギガ
タブを活用した宿題や自主学習に対応するための
Wi-Fi環境を整備します。

こども未来局
（教育委員

会）

健全育成課
（生涯学習振興課）

新規 資料1-3に記載
学習用Wi-Fi整
備

子どもルーム・アフ
タースクールにおい
て、ギガタブを活用し
た宿題や自主学習に対
応するための環境を整
備します。

66 1 子ども・子育て支援 7 1 ①

必要な職員配置等に対する支援を行い、原則とし
てすべての認定こども園、保育園等において、障
害のある子どもの受入れが可能な体制を整えると
ともに、私立幼稚園における障害のある子どもの
受入れを促進します。

こども未来局
幼保支援課
幼保指導課

（幼保運営課）
B B

【幼保支援課】
幼稚園に通う特別な支援を要する児童の教
育に対する費用について、一部補助を実施
した。

【幼保指導課】
原則として、すべての認定こども園、保育
所及び地域型保育事業所において、特別の
配慮を必要とする子どもの受入れが可能な
体制を整えた。

【幼保支援課】
補助対象人数：123人

【幼保指導課】
公立保育所・認定こども園　
　  55カ所　363人
民間保育園・認定こども園・地域型
　149カ所　353人

障害児保育の
実施

原則としてすべての認
定こども園、保育園等
において、障害のある
子どもの受入れが可能
な体制を整えます。

障害児保育・特
別支援教育補助

障害のある子どもを受
け入れる認定こども
園・保育所等に対し、
障害児保育・特別支援
教育の実施に必要な職
員加配に係る経費に対
する補助金を交付しま
す。

市立幼稚園特別
支援教育事業補
助

障害のある子どもの就
園機械の拡大と保護者
負担の軽減を図るた
め、私立幼稚園が実施
する特別支援教育事業
に対し、補助金を交付
します。

67 1 子ども・子育て支援 7 1 ②

千葉市保育園・認定こども園における医療的ケア
実施ガイドラインを活用するほか、居宅訪問型保
育の実施を検討するなど、認定こども園、保育園
等における医療的ケアが必要な障害のある子ども
の受入れを促進します。

こども未来局 幼保指導課 拡充 資料1-3に記載

認定こども
園、保育園等
における医療
的ケアが必要
な障害のある
子どもへの対
応

千葉市保育園・認定こ
ども園における医療的
ケア実施ガイドライン
を活用するほか、居宅
訪問型保育の実施を検
討するなど、認定こど
も園、保育園等におけ
る医療的ケアが必要な
障害のある子どもの受
入体制を整備し、医療
的ケアが必要な障害の
ある子どもの受入れを
促進します。

68 1 子ども・子育て支援 7 2 ①
原則として、すべての放課後児童クラブにおい
て、障害のある子どもの受入れが可能な体制を整
えます。

こども未来局 健全育成課 B B
障害児の受入を実施し、必要に応じて補助
指導員等の加配を行った。

障害児受入人数  239人(R5.4.1時点)
※加配職員数　70人(R5.4.1時点）

放課後児童ク
ラブにおける
障害のある子
どもの受入れ

原則として、すべての
子どもルームにおい
て、障害のある子ども
の受入れが可能な体制
を整えます。
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69 1 子ども・子育て支援 7 3 ①

すべての認定こども園、幼稚園、保育園等が参加
可能な研修を実施するとともに、関係団体におけ
る研修の実施を支援し、障害児保育・特別支援教
育に関する専門知識の習得や技能の向上を図りま
す。

こども未来局
幼保支援課
幼保指導課

B B
すべての認定こども園、幼稚園、保育園等
が参加可能な研修会を開催。

障害児保育研修　4回
障害児保育・
特別支援教育
に関する研修

認定こども園、幼稚
園、保育園等が参加可
能な研修を実施し、専
門知識の習得や技能の
向上を図ります。

70 1 子ども・子育て支援 7 4 ①

障害児保育・特別支援教育を実施する認定こども
園、幼稚園、保育園等を市嘱託職員が巡回し、障
害のある子どもの経過観察、職員への助言・指導
等を行います。

こども未来局 幼保指導課 B B
障害児児童が在籍するすべての保育所で実
施した。

公立保育所・認定こども園　　144回
民間保育園・認定こども園等　295回

障害児保育等
に係る巡回相
談

障害児保育・特別支援
教育を実施する認定こ
ども園、保育園等を市
嘱託職員が巡回し、障
害のある子どもの経過
観察、職員への助言・
指導等を行います。

71 1 子ども・子育て支援 7 4 ②

専門知識を有する相談員が認定こども園、幼稚
園、保育園等を巡回し、施設職員や保護者等に対
し、発達障害の疑いのある児童の早期発見・早期
対応のための助言等を行います。

保健福祉局 障害者自立支援課 再掲
発達障害等に
関する巡回相
談員整備事業

再掲（２３４）

72 1 子ども・子育て支援 7 ５ ①

認定こども園、保育園等における外国人児童（保
護者）やアレルギー児などに対応するための保育
補助者（通訳等）の配置について検討・実施しま
す。

こども未来局 幼保指導課 新規 再掲

認定こども
園、保育園等
における外国
人児童・アレ
ルギー児等へ
の対応のため
の俳句補助者
の配置

再掲（６６）

73 1 子ども・子育て支援 7 ５ ②
子どもルームにおける外国人児童（保護者）との
円滑なコミュニケーションを図るため、必要に応
じて印刷物の翻訳や通訳等の対応を検討します。

こども未来局 健全育成課 B B

運営事業者からの要望がなかったことから
翻訳機の導入はしなかった。事業者によっ
ては、翻訳アプリを使用する等必要に応じ
て対応が図られている。

―

子どもルーム
における外国
人児童（保護
者）への対応

子どもルームにおける
外国人児童（保護者）
との円滑なコミュニ
ケーションを図るた
め、必要に応じて印刷
物の翻訳や通訳等の対
応を検討します。

74 1 子ども・子育て支援 7 ５ ③
多言語による各種情報の提供や日本語学習支援、
生活相談等を行い、外国人市民が安心・安全に暮
らすために必要な支援を充実させます。

市民局 国際交流課 B B

●91 外国人市民向けに作成した、日常生
活に必要な情報をまとめた冊子「千葉市生
活ガイド」を区役所窓口等に配架した。
●92 外国人市民の社会参加に必要な日本
語学習の場を提供するほか、通訳・翻訳ボ
ランティアの協力の下、行政手続きや子育
て、教育等の分野において外国人市民への
円滑な意思疎通や正確な情報伝達の支援を
行った。
●93 外国人市民に対し、言語や習慣の違
いから生じる日常生活の問題を解決するた
めの窓口を設け、相談の受付及び情報提供
を行った。

●91 配布冊数　やさしい日本語：2,500
冊、ベトナム語：690冊
●92 通訳・翻訳件数　子育て：30件、教
育：43件
●93 相談件数　出産・育児：43件、教
育：59件

転入外国人向
け案内冊子の
発行

生活に役立つ情報や各
種手続きに関する記事
を掲載した転入外国辞
意向け案内冊子（やさ
しい日本語）を発行
し、本市HPの「やさし
い日本語」ページに連
動します。

日本語学習支援

外国人市民が地域社会
の構成員として社会参
加できるよう、日常生
活を営む上で必要とな
る日本語の学習機会を
確保します。

国際交流プラザ
での生活相談

言語や習慣の違いから
生じる外国人市民の日
常生活の悩み等につい
て、窓口及び電話等で
対応します。

75 1 子ども・子育て支援 8 １ ①

市民や家庭を対象とした講座やセミナーを開催す
るほか、啓発冊子の活用等により、ワーク・ライ
フ・バランスについて幅広く普及・啓発を図りま
す。

市民局 男女共同参画課 B B

講演会及び男女共同参画センターでの講座
の開催や、啓発冊子の活用により、ワー
ク・ライフ・バランスについての意識・啓
発を行った。

●仕事応援ゼミ「働く女性が知っておきた
いこと～育児・介護制度と支援編～」受講
者数14人
●キャリア支援セミナー「育休からの復職
準備講座」受講者数15人

ワーク・ライ
フ・バランス
に係る普及啓
発

市民や家庭を対象とし
た講座やセミナーを開
催するほか、啓発冊子
の活用等により、ワー
ク・ライフ・バランス
について幅広く普及・
啓発を図ります。

76 1 子ども・子育て支援 8 ２ ①

男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりの
気運を高めるため、特に育児休業の取得が困難と
される中小企業における育児休業の取得を促進し
ます。

こども未来局 幼保支援課 B A

中小企業の内、市内に事業所を持つ事業主
と市内在住の男性労働者に対し、10日間
以上の育児休業取得に際し、助成金を支給
した。

支給件数　23件
男性の育児休
業取得促進奨
励金

男性の育児休業を促進
するため、育児休業を
取得した市内の中小企
業に勤務する男性と雇
用主に奨励金を支給し
ます。

77 1 子ども・子育て支援 8 ２ ②

男性の子育てを支援するため、他団体等とも連携
し、男性の家事・育児に関する講座や、「イクメ
ン」を応援するイベントを開催します。また、イ
ンターネットも活用し、育児に関わる父親同士の
ネットワークづくりを促進します。

こども未来局 幼保支援課 B B

男性の子育てを支援するため、他団体等と
も連携し、男性の育児やパートナーとの関
わりに関する講座を開催した。また、ＳＮ
Ｓを活用し、育児に関わる父親同士のネッ
トワークづくりを促進した。

●プレパパママ講座
　12回開催　302人参加（実開催6回、
オンライン開催7回）
●パパスク―ル（オンライン開催）
　4回開催　延21人、実人数6人
●イクメン応援イベント
　子育て支援館　参加者　31人

男性の子育て
支援事業

男性の子育て支援を促
進するため、他の団体
等とも連携し、男性の
家事、育児に関する講
座、イクメンイベント
等を開催します。ま
た、インターネットを
活用し、育児にかかわ
る父親同士のネット
ワークづくりを促進し
ます。

78 1 子ども・子育て支援 8 ２ ③

妊娠・出産・育児に関する男性に向けた啓発冊子
を作成し、男性が早くから父親としての自覚を持
ち、母親の出産後、積極的に育児に関わることが
できるよう支援します。

こども未来局 幼保支援課 B B
イクメンハンドブックを製作し、母子手帳
と一緒に配付した。

製作部数　7,600部
イクメンハン
ドブック

男性が早くから父親と
しての意識を持ち、出
産後育児に積極的にか
かわることができるよ
う啓発冊子を作成しま
す。

保健福祉局 健康支援課 再掲
土日開催の両
親学級

再掲（１０８）

こども未来局 幼保支援課
リラックス館等で、男性向けの子育て支援
講座を実施した。

男性向け講座等216回開催（男性参加者数
712人）

子育て支援拠
点施設におけ
る父親の子育
て支援

子育てリラックス館等
において、父親の子育
て支援を促進する講座
やイベントなどを実施
します。

市民局 男女共同参画課
男女共同参画センターにおいて、男性の子
育て支援に関する講座を開催した。

●「もっと一緒に！パパ力全開講座」2回
開催、受講者数10人

男性の子育て
支援に関する
講座の開催

男女共同参画センター
において、男性の子育
て支援に関する講座を
開催します。

80 1 子ども・子育て支援 8 3 ①
「確保方策」に基づき、教育・保育や放課後児童
クラブの「量」の拡充を図り、子育てと仕事の両
立を支援します。

こども未来局 健全育成課 B B 資料1-6に記載
放課後児童ク
ラブ（子ども
ルーム）

再掲（７）

81 1 子ども・子育て支援 8 3 ②

保護者が育児休業を希望通りに取得した上で、職
場に復帰する際に円滑に保育を利用することがで
きるよう、特に、０～２歳児の保育の受け皿の拡
充を図ります。

こども未来局 幼保支援課 B B 資料1-6に記載

教育・保育施
設による保育
の「量」の拡
充

再掲（１）
地域型保育事業
による「量」の
拡充

再掲（２）

82 1 子ども・子育て支援 8 3 ③

働き方の多様化に伴うさまざまな保育需要に対応
するため、延長保育、休日・夜間保育のほか、一
時預かり、病児・病後児保育などの充実を図り、
子育てと仕事の両立を支援します。

こども未来局 幼保運営課 拡充 B 資料1-3に記載 休日保育事業

就労形態の多様化に伴
う日曜・祝日、年末の
保育需要に対応するた
め、認定こども園、保
育園等で休日の保育を
実施します。

夜間保育事業

就労形態の多様化に伴
う夜間の保育需要に対
応するため、認定こど
も園、保育園等で夜間
の保育を実施します。

B B

これから父親・母親になる方を対象として、お産
や母乳についての講義や行政サービスの紹介のほ
か、妊娠中から産後の母親の心と体の変化に合わ
せた父親のサポート等、子育てを協力して行うこ
とについて講義を行い、父親の育児への積極的な
関わりを支援します。

④２8子ども・子育て支援179
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評価 評価 実施内容 参考値

取

組

内

容

№

②

基

本

施

策

の

取

組

内

容

№

③

基

本

施

策

の 基本施策の取組内容③

【評価】
Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
Ｂ：概ね計画どおり実施した　
Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
Ｄ：未実施（休止・中止等）
 -：評価対象なし

④
事業内容

⑤
事業内容

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

⑥
事業内容

⑦
事業内容

該当事業

⑦
事業名

⑥
事業名

①
事業名

②
事業名

③
事業名

④
事業名

⑤
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取

組

内

容

№

①

基

本

施

策

の
局 課
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資料１－４濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所

83 1 子ども・子育て支援 8 3 ④

保育の開始を生後57日目に前倒しして子どもを預
かる「産休明け保育」を実施し、産休明けに早期
に職場復帰する必要がある母親の子育てと仕事の
両立を支援します。

こども未来局 幼保指導課 B B
乳児保育を実施する全ての保育園で実施し
た。

実施箇所数
　公立保育所　　　　　　52か所
　公立認定こども園　  　　2か所
　民間保育園　　　 　　170か所
　民間認定こども園　      12か所

産休明け保育
事業

保育の開始を生後５７
日目に前倒しして子ど
もを預かる「産休明け
保育」を実施し、産休
明けに早期に職場復帰
する必要がある母親の
子育てと仕事の両立を
支援します。

1 子ども・子育て支援 9 1

こどもが健やかに成長できるまちにするため、市
の責務や保護者や地域住民等の努力のほか、こど
もの権利をはじめとするこども施策の基本となる
事項等を定める「（仮称）こども基本条例」を制
定します。

こども未来局 こども企画課 新規 資料1-3に記載
こども基本条
例の制定

こどもが健やかに成長
できるまちにするた
め、市の責務や保護者
や地域住民等の努力の
ほか、こどもの権利を
はじめとするこども施
策の基本となる事項等
を定める「（仮称）こ
ども基本条例」を制定
します。

84 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 1 ①
妊娠をしたら、早期に妊娠届を提出し、母子健康
手帳の交付を受けるよう普及啓発を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B B
妊娠をしたら、早期に妊娠届を提出するよ
う、産院にリーフレットを配布し、普及啓
発を図った。

リ―フレット配布施設数 46箇所
母子健康手帳
に関する啓発

市内産婦人科医療機関
及び助産所へ母子健康
手帳の早期交付と妊婦
健康診査の受診勧奨に
関するリーフレットを
送付し、医療機関や助
産所を通じ妊婦へ配付
するほか、市ホーム
ページにおいても啓発
を行います。

85 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 １ ②
母子健康手帳の交付時の面接等を通して、妊婦健
康診査及び妊産婦歯科健診の重要性の普及啓発と
受診の勧奨を行います。

保健福祉局 健康支援課 B B
母子健康手帳の交付時の面接等を通して、
妊婦健康診査及び妊産婦歯科健診の重要性
の普及啓発と受診の勧奨を行った。

母子健康手帳交付件数　　　  5,850件
妊婦健康診査延受診者数　　69,276人

母子健康手帳
の交付・面接

母子健康包括支援セン
ターにおいて、保健師
又は助産師が妊娠中の
身体状況や家庭の状況
を伺い、個々の状況に
応じた応援プランを策
定した上で、母子健康
手帳を交付します。

妊婦健康診査 再掲（１７） 妊産婦歯科健診

妊娠中、出産後になり
やすいむし歯や歯周疾
患の予防と早期発見の
ため、医療機関に委託
し歯科検診を実施しま
す。健診時には、乳幼
児の口腔ケアについて
説明し普及啓発も行い
ます。

86 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 １ ③
これから母親・父親になる方を対象に、妊娠・出
産・子育てに関する講座や情報提供を行う教室を
開催し、正しい知識の普及啓発を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B B

これから母親・父親になる方を対象に、妊
娠・出産・子育てに関する講座や情報提供
を行う教室を開催し、妊娠・出産に係る正
しい知識の普及啓発を図った。

母親＆父親学級の実施回数　46コース　
119回
土日開催の両親学級　　　　18回

母親＆父親学
級

これから母親・父親に
なる方を対象に保健
師・管理栄養士・歯科
衛生士・助産師が、保
険、お産の準備、子育
て、父親の役割などを
わかりやすく指導しま
す。

土日開催の両親
学級

これから母親・父親に
なる方を対象に助産師
が、お産や母乳につい
ての講義や行政サービ
スの紹介のほか、妊娠
中から産後の母親の心
と体の変化に合わせた
父親のサポート等、子
育てを協力して行うこ
とについて講義を行
い、父親の育児への積
極的な関わりを支援し
ます。

87 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ２ ①
訪問指導や各種相談事業を通して妊娠期からのメ
ンタルヘルスケアの充実を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B B
訪問指導や各種相談事業を通して妊娠期か
らのメンタルヘルスケアの充実を図った。

新生児・妊産婦訪問指導員による訪問
　新生児延問件数　　2,944件
　妊産婦延訪問件数　2,874件

乳幼児に関する育児相談
　655回　2,040人

新生児・妊産
婦訪問指導

助産婦及び新生児（生
後２８日未満の乳児）
のいる家庭を助産師・
保健師が訪問し、健康
状態の確認や必要な保
健指導、健康や子育て
に関する相談等を行い
ます。

乳児家庭全戸訪
問事業

再掲（１８） 育児相談

乳幼児が心身ともに健
やかに発育し、保護者
の育児不安や悩みを軽
減することを目的に、
保健師・管理栄養士・
歯科衛生士が相談を実
施します。

養育支援訪問事
業

再掲（１９） 産後ケア事業

育児等に不安があり、
家族等からの支援が受
けられない母子を対象
に、訪問や医療機関・
助産所への宿泊を通じ
て助産師による心身の
ケアや育児指導を行い
ます。

88 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ２ ②

妊娠届出時に全妊婦に対し、保健師又は助産師に
よる面接を行い、個々の状況に応じた応援プラン
を策定します。また、随時妊娠・出産・子育てに
関する相談に応じます。

保健福祉局 健康支援課 再掲

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

再掲（１４）

89 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 2 ③
産前・産後の育児不安や負担の軽減を図り、安心
して育児ができる支援体制の充実を図ります。

保健福祉局
こども未来局

健康支援課
幼保支援課

拡充 資料1-3に記載 産後ケア事業 再掲（１１１）
利用者支援事業
（母子健康包括
支援センター）

再掲（１４）
エンゼルヘル
パー派遣事業

妊娠中、出産後１年未
満で昼間、他に家事や
育児をする人いない世
帯に、委託業者からヘ
ルパーを派遣し、家事
及び育児に関するサー
ビスを提供します。

保健福祉局 健康支援課
養育支援を必要とする家庭の早期発見と早
期支援体制の充実を図った。

母子健康手帳交付件数　5,850件
養育支援訪問　　　　　1,760件

母子健康手帳
の交付・面接

再掲（１０５）
養育支援訪問事
業

再掲（１９）

こども未来局
こども家庭支援課

幼保支援課

エンゼルヘルパー派遣事業者や各区健康課
と連絡体制を密にすることで、派遣事業者
が利用者宅を訪問した際の様子に異変が
あった場合など、産後うつ等の症状を早期
に発見するほか、妊娠中から出産後の子育
てを支援した。

実人数574人
エンゼルヘル
パー派遣事業

再掲（１１２）
産前・産後母子
支援事業

出産後の養育につい
て、出産前において支
援を行うことが特に必
要と認められる妊婦
や、妊婦健診を受けず
に出産に至った妊婦な
ど（以下「特定妊婦
等」という。）への支
援の強化に向けて、産
科医療機関や母子生活
支援施設等において、
特定妊婦等への支援を
提供します。

保健福祉局 健康支援課

子育てに係る関係機関連携体制を強化し、
母子保健事業の充実を図った。4か月児健
康診査会場での子育てコンシェルジュとの
相談はコロナ感染拡大防止のため、区ごと
に開催を検討し実施を判断した。他子育て
支援連絡会を年１回各区で開催した。

・4か月児健康診査会場で子育てコンシェ
ルジュとの相談の場を設置（5会場）
・子育て支援連絡会　集合開催6区

新生児・妊産
婦訪問指導

再掲（１０９）
乳児家庭全戸訪
問事業

再掲（１８）
養育支援訪問事
業

再掲（１９） 乳幼児健康診査

４か月・１歳６か月・
３歳児健康診査等を実
施し、選定性の疾患、
運動機能、視聴覚等の
障害、発達の遅れ等の
早期発見・早期療育を
促すとともに、育児不
安を持つ保護者に対す
る援助をを行い、育児
支援を図ります。

利用者支援事業
（母子健康包括
支援センター）

再掲（１４） 産後ケア事業 再掲（１１１）

こども未来局 幼保支援課 再掲

利用者支援事
業（子育て支
援コンシェル
ジュ）

再掲（１３）

2
妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ２
産後うつ早期発見のため、EPDS(産後うつ質問
票）を実施した産婦健康診査費用について助成し
ます。

保健福祉局 健康支援課 新規 資料1-3に記載 産婦健康診査

EPDS(産後うつ質問
票）を実施した産婦健
康診査について5000
円を助成します。2回/
人

2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ２

妊娠届出時や出生後の訪問等で面接を行い、安心
して妊娠出産を過ごすことが出来るよう支援する
とともに、妊婦及び児を養育している方に経済的
支援を行います。

保健福祉局 健康支援課 新規 資料1-3に記載
出産・子育て
応援プラン事
業

妊娠から出産・子育て
まで切れ目のない支援
を行うとともに経済的
支援を行います。
妊娠後期面接を強化し
ます。

92 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ３ ①
乳幼児健康診査の受診率の維持・向上に努め、未
受診者に対する支援の充実を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B B
乳幼児健康診査の受診率の維持・向上に努
め、未受診者に対する支援の充実を図っ
た。

4か月児健康診査受診率          96.2％
1歳6か月児健康診査受診率　 95.9％
3歳児健康診査　　　　　　　95.7％

養育支援訪問
事業

再掲（１９） 乳幼児健康診査 再掲（１１４）

B

B

B

B91 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1

1
妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

290 養育支援を必要とする家庭の早期発見と早期支援
体制の充実を図ります。

④２

２ ⑤
子育てに係る関係機関連携体制を強化し、母子保
健事業の充実を図ります。
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93 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ３ ②
子育てに関する正しい知識の普及と子育てに悩む
親のための相談体制の充実を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B B
子育てに関する正しい知識の普及と子育て
に悩む親のための相談体制の充実を図っ
た。

離乳食教室　　50回　952人　
乳幼児に関する育児相談　655回　2,040
人

育児相談 再掲（１１０） 離乳食教室

望ましい食習慣の形成
に向けた準備や乳児の
租しゃく力を獲得する
ため、発達に応じた調
理形態や食品の選択等
について、管理栄養士
が支援します。

2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

1 ３
弱視早期発見のため、3歳児健康診査対象の3歳児
全員にスポットビジョンスクリーナーを使用し、
屈折検査を行います。

保健福祉局 健康支援課 新規 資料1-3に記載
乳幼児健康診
査（屈折検
査）

3歳児健康診査にて3歳
児全員に屈折検査を行
います。

保健福祉局 健康支援課
子どもにかかる医療費の助成を行い、負担
の軽減を図った。

未熟児養育医療費の給付延件数 476件
自立支援医療（育成医療）の給付延件数 
90件
小児慢性特定疾病医療費の給付延件数 
9812件

未熟児養育医
療費の助成

身体の発育が未熟なま
ま出生し、入院治療を
必要とする児に対し、
その治療に必要な医療
費（保険診療の患者負
担分）の一部または全
額を助成します。

育成医療費の助
成

身体に障害があるか、
また現にある疾患に対
する治療を行わないと
将来一定の障害を残す
と認められる18歳未満
の児に対し、手術など
の治療により、障害の
除去・軽減ができると
認められる場合に、そ
の治療に必要な医療費
（保険診療の患者負担
分）の一部または全額
を助成します。

小児慢性特定疾
病医療費の助成

子どもの慢性疾病のう
ち、その治療が長期に
わたる特定の疾病にか
かっている18歳未満の
子どもの治療に必要な
医療費（保険診療の患
者負担分）の一部また
は全額を助成します。

こども未来局 こども企画課
中学3年生までの通院・調剤・入院に係る
医療費の一部または全部を助成した。

助成件数　1,610,909件
助成金額　2,996,336千円

子 ど も 医 療 費
助成

子どもが病気やけがな
どにより、健康保険を
使 っ て 受 診 し た 場 合
に、医療費の自己負担
分の全部又は一部を助
成します。

95 2 妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

3 － ①
保育・子育てサービスの情報提供の充実を図りま
す。

こども未来局
こども企画課
幼保支援課

B B

【こども企画課】
情報誌「子育てナビ」の発行及びウェブサ
イト「子育てナビ」の運営を行った。

【幼保支援課】
子育て支援館に子育てコーディネーターを
配置し、子育てサービスに関する情報提供
を行うほか、6区の保健福祉センターの子
育て支援コンシェルジュを配置し、保育
サービス等の情報提供を行った。

【こども企画課】
情報誌発行部数：30,000部
HPアクセス件数：69,524回

【幼保支援課】
子育て支援コンシェルジュ相談件数 
10,374件

子育て支援総
合コーディ
ネート事業

「子育て支援館」に子
育てコーディネーター
を配置し、各種子育て
サービスの情報収集、
インターネット等を活
用した情報提供を行い
ます。また、子育てに
関する相談を受け、
サービスの提供に必要
な援助や関係機関との
連絡調整を行います。

子育てナビ

ウェブサイトと子育て
情報誌を連動させた、
利用者視点での子育て
支援情報の発信を行い
ます。

赤ちゃんの駅

乳幼児連れの親子が、
安心して外出できる環
境づくりを進めるた
め、授乳やおむつ替え
ができる、公共施設や
民間施設を「赤ちゃん
の駅」として登録し、
ウェブサイトにおい
て、施設の情報提供を
図ります。

利用者支援事業
（子育て支援コ
ンシェルジュ）

再掲（１３）
利用者支援事業
（母子健康包括
支援センター）

再掲（１４）

96 3 こどもの社会参画の推進 1 １ ①

子どもが主体となって、企画・運営する“まち”
の開催を支援します。参加する子どもが、疑似社
会体験や“まち”の市長選挙を通して、社会の仕
組みや社会参画を学んでいきます。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
こどものまち
ＣＢＴ

子どもが主体となっ
て、規格・運営する”
まち”の開催を支援し
ます。参加する子ども
が、疑似社会体験や”
まち”の市長選挙を通
して、社会の仕組みや
社会参画を学んでいき
ます。

97 3 こどもの社会参画の推進 1 2 ①
市内在住の小学校と特別支援学校の５・６年生児
童を対象に、市政に対する提言を幅広く募り、議
会形式で、市長等との意見交換を行います。

教育委員会 教育指導課 B B

令和5年度の子ども議会は、学習会を4回
実施した。新型コロナウイルス感染防止対
策として、第1回はオンライン開催とし
た。第2回以降は参集し、市政担当者にも
集まっていただくなど従来の開催方法で実
施した。次年度は、4回の学習会すべてを
参集で行い、従来の開催方法に戻すことを
検討している。

平成27年度から令和5年度までの開催内容
の累計
開催回数　8回
参加人数　小学生子ども議会議員　360人
　　　　　中学生ファシリテ―ター104人

子ども議会

市内在住の小学校と特
別支援学校の５・６年
生児童を対象に、市政
に対する提言を幅広く
募り、議会形式で、市
長等との意見交換を行
います。

98 3 こどもの社会参画の推進 1 2 ②
子どもを取り巻く様々な課題について、子ども、
市民、専門家、行政がともに考え、市への提言を
まとめます。

こども未来局 こども企画課 B B

庁内関係課とも連携し①（仮）こども基本
条例を考えよう及び②めざせ！防災マス
ター！！の2つのテーマについて小中学生
を対象としたワークショップを実施した。

開催回数等
　テ―マ①：9回　延153人参加
　テ―マ②：7回　延114人参加
　その他こども・若者フォ―ラム準備とし
て
　2回延41人参加

こども・若者
の力ワーク
ショップ

子どもが、自分たちを
取り巻く身近な課題な
どについて深く考え、
意見を交換すること
で、自分の住むまちや
社会に対する考えを深
めること、また、子ど
もの意見を市政やまち
づくりに活かすことを
目定期として実施しま
す。

99 3 こどもの社会参画の推進 1 2 ③

「こども・若者宣言」を指針とし、地域課題の解
決策と市の魅力向上について、子ども・若者目線
で検討していきます。さらに、産学官連携により
多世代交流と実行力の向上を図り、まちづくりを
推進します。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
こども・若者
市役所

「こども・若者宣言」
を指針とし、地域課題
の解決策と市の魅力向
上について、子ども・
若者目線で検討してい
きます。さらに、産官
学連携により多世代交
流と密航力の向上を図
り、まちづくりを推進
します。

3 こどもの社会参画の推進 1 3
こどもの社会参画を推進するため、小・中・中等
教育学校（前期課程）での出張授業及び助言を行
います。

こども未来局 こども企画課 新規 資料1-3に記載
小・中学校等
への出張授業
等の実施

こどもの社会参画を推
進するため、小・中・
中等教育学校（前期課
程）への出張授業及び
助言を行います。

100 3 こどもの社会参画の推進 2 1 ①

こどもの参画事業の参加者による取組み事例の発
表及び市長、有識者、参加者の意見交換を公開で
行うことで、取組みの充実と参加者の育成を図る
とともに、事業のいっそうの周知・啓発を図りま
す。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
こども・若者
フォーラム

子ども・若者の社会参
画について、取組事例
を広く発信することに
よりいっそうの周知・
啓発を図るとともに、
成果や課題について話
し合うことで、その取
組みのさらなる充実や
広がりにつなげます。

101 3 こどもの社会参画の推進 2 1 ②
子どもから大人までの幅広い世代に対して、「こ
どもの参画」に関する情報を発信し、気運の醸成
に取り組みます。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
多世代へのこ
どもの参画の
啓発

子どもから大人までの
幅広い世代に対して、
「こどもの参画」に関
する情報を発信し、気
運の醸成に取り組みま
す。

102 3 こどもの社会参画の推進 2 ２ ①

本市におけるこどもの参画を円滑に推進するため
に、こどもの参画の実施例を共有するとともに、
こどもの参画の理念と目的を理解するための研修
等を実施します。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
こどもの参画
の意識向上

本市におけるこどもの
参画を円滑に推進する
ために、こどもの参画
の実施例を共有すると
ともに、こどもの参画
の理念と目的を理解す
るための研修等を実施
します。

103 3 こどもの社会参画の推進 2 ２ ②
こどもの参画の取組状況を自己評価する「こども
の参画チェックシート」の活用により、主体的な
こどもの参画推進を図ります。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
こどもの参画
事業の推進

こどもの参画の取組状
況自己評価する「こど
もの参画チェックシー
ト」の活用により、主
体的なこどもの参画推
進を図ります。

B B94 2
妊娠・出産・子育てまでの
切れ目のない支援

2 － ①
子どもにかかる医療費の助成を行い、負担の軽減
を図ります。
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104 4 子ども・若者の健全育成 1 1 ①

子どもが基本的な生活習慣を身に付け、規範意識
や自立心を高める上で重要な役割を担う家庭の教
育力を向上させるため、保護者に対し子ども・若
者の健全育成に関する啓発を行います。

こども未来局 健全育成課 C B

構成委員15名中9名出席により、11月16
日に協議会を開催し、下記議題について委
員から意見を聴取した。　
＜議案＞
・今後の青少年問題協議会の在り方につい
て
＜報告＞
・子ども・若者総合相談センター「Link」
の相談状況について
・補導状況の現状について
・家庭教育資料「親ナビ」について

協議会開催回数　1回
青少年問題協議会健全育成功労者表彰　1
回

家庭教育資料
作成事業

再掲（１５９）
青少年問題協議
会

青少年の指導・育成・
保護及び矯正に関し、
重要事項の調査審議
や、関係機関相互の連
絡調整を行い、青少年
の健全育成を推進しま
す。

こども未来局 健全育成課

各青少年育成委員会及び青少年相談員連絡
協議会において、家庭・地域・学校が協力
して青少年健全育成に取り組んだ。新型コ
ロナウイルス感染症は5類移行したもの
の、秋口からインフルエンザの感染が拡大
したため、事業を中止とする団体もあっ
た。

・青少年育成委員会53中学校区において
実施。委員は2年毎（R4-R5）に約4,000
人を委嘱。市内中学校区を主な活動区域と
している。
・千葉市青少年相談員連絡協議会において
実施。相談員は3年毎に委嘱。第21期
（R4-R）の定数は510人。行政区と中学
校区を主な活動区域としている。
・青少年の日フェスタを開催し、延べ
3,578人が来場

青少年育成委
員会活動事業

市が委嘱した青少年育
成委員が、青少年問題
に対する共通の理解を
深め、地域における青
少年育成関係機関・団
体の相互の連絡調整を
図りながら地域ぐるみ
で青少年の健全育成活
動を総合的に推進しま
す。

青少年相談員活
動事業

市と県が委嘱した青少
年相談員が、青少年育
成活動の積極的な推進
を図るため、青少年と
ともに喜び、ともに語
り、よき相談相手とな
ることを目的とした活
動をします。

「青少年の日」
「家庭・地域の
日」関連事業

毎年9月第3土曜日を
「青少年の日」、毎月
第3土曜日及び翌日曜
日を「家庭・地域の
日」、毎年9月第3土曜
日から1週間を「青少
年の日」つながり
ウィークと定め、青少
年と家庭、地域、学校
がつながりを持つため
の様々な活動を実施し
ます。

教育委員会 学事課

新規校10校に開設の目的・意義を説明
し、学校支援地域本部を設置　消耗品や通
信費の配付
地域コーディネーター研修会実施。57名
参加。

令和5年度新規10校を加え75校（小学校
48校・中学校27校）で実施　それぞれの
本部75名の地域コ―ディネ―タ―を中心
に地域教育協議会を開催 

学校支援地域
本部事業

授業の補助、環境整
備、登下校時の見守り
活動などについて、地
域住民がボランティア
として学校をサポート
します。

106 4 子ども・若者の健全育成 1 1 ③
地域の青少年育成団体等が実施する様々な体験活
動や世代間・異年齢間交流などの青少年健全育成
事業を支援します。

こども未来局 健全育成課 B B

各青少年育成委員会及び青少年相談員連絡
協議会において、家庭・地域・学校が協力
して青少年健全育成に取り組んだ。新型コ
ロナウイルス感染症は5類移行したもの
の、秋口からインフルエンザの感染が拡大
したため、事業を中止とする団体もあっ
た。

・青少年育成委員会53中学校区において
実施。委員は2年毎（R4-R5）に約4,000
人を委嘱。市内中学校区を主な活動区域と
している。
・千葉市青少年相談員連絡協議会において
実施。相談員は3年毎に委嘱。第21期
（R4-R）の定数は510人。行政区と中学
校区を主な活動区域としている。

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員活
動事業

再掲（１３３）
青少年育成団体
等の支援事業

青少年育成団体等が、
青少年の健全育成のた
めに行う活動を支援し
ます。

107 4 子ども・若者の健全育成 1 1 ④

20歳を迎えた若者に改めて大人としての自覚を促
し、旧友と語らい、郷土「千葉市」への関心を高
めるような「二十歳のつどい」を、地域、学校等
と連携して実施します。

こども未来局 健全育成課 B B
令和6年「千葉市二十歳のつどい」を雑踏
対策のため、2部制で開催した。

参加人数
　千葉市二十歳のつどい　　6,392人

二十歳のつど
い

20歳を迎えた若者に改
めて大人としての自覚
を促し、旧友と語ら
い、郷土「千葉市」へ
の関心を高める機会と
します。

こども未来局 健全育成課
見直
し 資料1-3に記載

少年自然の家
運営事業

子どもが生活体験、自
然体験、共同宿泊体験
等の教育的体験活動を
行うための場を提供し
ます。

教育委員会 南部青少年センター

●青少年及び一般を対象とした、各種講座
を開催した。
●当センター利用団体のホールでの成果発
表会等を開催した。
【評価の理由】
「ゆめチャレンジ」は前年度より出演団体
が増え、それに伴い来館者も増加してい
る。アンケートのほとんどが「有意義で
あった」「楽しかった」という感想が寄せ
られており、大きな成果を上げることがで
きた。

●ときまきサタデー（サマーチャレンジ、
学習支援、子育て支援を含む）
開催講座数：15講座、受講者数：197
人、延受講者数：269人
●わくわくカレッジ（舞台照明・音響講座
を含む）
開催講座数：12講座、受講者数：124
人、延受講者数：174人
●ゆめチャレンジ
　成果発表会に参加した団体：13団体、
参加者数：611人

ときめきサタ
ディ

小・中学生と親子を対
象とした講座を開催
し、体験活動を通じて
子どもの健全育成と異
年齢交流を図ります。

わくわくカレッ
ジ

青少年（16歳以上）や
一般市民を対象とした
講座を開催し、生活文
化の向上を図るととも
に、異世代交流を通じ
て仲間づくりを支援し
ます。

ゆめチャレンジ

夢を持ってチャレンジ
を続けている青少年
（団体・個人）の活動
を支援するため、その
成果発表の場を設けま
す。

109 4 子ども・若者の健全育成 2 1 ①
相談活動（来所相談・電話相談・訪問相談）を行
うことにより、非行の未然防止を図ります。

こども未来局 青少年サポートセンター B B
相談活動（来所相談・電話相談・訪問相
談）を実施した。

来所相談　190件
電話相談　623件
訪問相談　471件

相談活動事業

児童生徒・少年・保護
者・学校などを対象
に、来所や電話による
相談活動を行います。
また、来所できない青
少年やその保護者等に
対する訪問相談を実施
します。

110 4 子ども・若者の健全育成 2 1 ②
学校・警察・地域の青少年育成団体等との連携を
強化し、青少年の問題行動や非行の早期発見に努
めます。

こども未来局 青少年サポートセンター B B
補導活動（所員補導・中心街補導・地域補
導）を実施した。

実施回数　　2,111回
延従事者　　4,871人
補導少年数　　296人

広報・啓発活
動

地域等で活動する青少
年育成団体や学校が実
施する非行防止に関す
る研修会や防犯訓練等
に講師を派遣します。
また、広報誌やホーム
ページなどによる情報
発信を行います。

関係機関との連
携

学校、警察、千葉市青
少年補導員連絡協議会
等、関係機関、団体、
近隣他市との協力を強
化して、子ども・若者
を支援します。

111 4 子ども・若者の健全育成 2 １ ③
地域等で活動する青少年育成団体や学校等が実施
する非行防止に関する研修会や防犯訓練等に講師
を派遣します。

こども未来局 青少年サポートセンター 再掲
広報・啓発活
動

再掲（１４３）

112 4 子ども・若者の健全育成 2 2 ①
青少年補導員が青少年育成委員会や青少年育成関
係者と連携して、地域ぐるみで街頭補導等を実施
し、青少年の非行防止に努めます。

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター
B B

補導活動（所員補導・中心街補導・地域補
導）を実施した。

実施回数　　2,111回
延従事者　　4,871人
補導少年数　　296人

補導活動事業
街頭補導を実施し、青
少年の非行防止に努め
ます。

青少年育成委員
会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員活
動事業

再掲（１３３）

113 4 子ども・若者の健全育成 2 2 ②
千葉市立小・中・高・特別支援学校・中等教育学
校の児童・生徒を対象にネットパトロールを実施
し、問題行動の早期発見や非行防止に努めます。

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター
拡充 資料1-3に記載

ネットパト
ロール事業

ネット補導を実施し、
千葉市立小・中・高・
特別支援学校の児童・
生徒を対象に問題行動
の早期発見や非行防止
に努めます。

B

A

B

A108 4 子ども・若者の健全育成 1 1 ⑤
地域の青少年育成団体や家庭、学校等に対し、自
然体験活動や生活体験活動等を行うための場を提
供します。

1 ②
地域の青少年育成団体や学校等が積極的に連携
し、子どもと家庭・地域・学校のつながりを強化
します。

105 4 子ども・若者の健全育成 1
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資料１－４濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター 再掲
青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２） 補導活動事業 再掲（１４５）
青少年相談員活
動事業

再掲（１３３）

区役所 地域づくり支援課

ボランティアで防犯ウォーキングを実施す
る区民に対して、ウォーキング時に着用す
る物品を貸与した。

【中央区】
　新規登録者数　　  21人
　登録者数合計　2,764人
【花見川区】
　新規登録者数 　　 92人
　登録者数合計 　3,236人
【稲毛区】
　新規登録者数　　  65人
　登録者数合計　2,776人
【若葉区】
　新規登録者数　　  26人
　登録者数合計　2,620人
【緑区】
　新規登録者数　  　44人
　登録者数合計　1,703人
【美浜区】
　新規登録者数　  　99人
　登録者数合計　3,062人

防犯ウォーキ
ング

ジョギングや散歩等を
兼ねて、パトロールを
実施することで、地域
の犯罪の抑止及び防犯
の強化を図ります。ボ
ランティアには帽子等
の物品を貸与します。

市民局 地域安全課

地域安全課職員が業務で外出する機会を活
用して、青色回転灯を装着した公用車で防
犯パトロールを実施した。

外出時に適宜実施
青色防犯パト
ロール

青色回転灯装着公用車
19台による防犯パト
ロールを実施し、空き
巣やひったくりなどの
犯罪を抑止するととも
に、通学時における子
どもの安全を図りま
す。

青色防犯パト
ロール実施団体
へのドライブレ
コーダー配付

青色回転灯を装着した
自動車による防犯パト
ロールを行う自主防犯
団体に対し、ドライブ
レコーダー一式を配布
することで、地域内の
犯罪抑止効果を高めま
す。

教育委員会 学事課

管理職対象講演会の開催
スクールガード・アドバイザーの委嘱
セーフティウォッチャー活動状況のとりま
とめ

学校セ―フティウォッチャ―
　登録者数　27,241人（R5年度3月末）
セ―フティウォッチャ―への周知を目的と
し、市内管理職対象講習会の開催（2回
140人参加）
スク―ルガ―ド・アドバイザ―配置　13
人

学校セーフ
ティウォッチ
事業

児童生徒の登下校時に
おける見守り等、暗線
確保を目的とした地域
住民・保護者等のボラ
ンティア活動への支援
を行うとともに、各学
校への防犯用品等の配
布を行います。

115 5 子ども・若者の安全の確保 1 1 ②

青少年非行の誘因となっている有害環境を調査・
点検し、警察署や青少年育成委員会、青少年補導
員、青少年相談員等が連携して有害環境の浄化に
努めます。

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター
B B

社会環境実態調査及び千葉県健全育成条例
に基づく立入調査を実施した。

調査・聞き取り店舗数（コンビニ、カラオ
ケボックス、携帯電話販売店、雑貨店、書
店等）195件

環境浄化活動

青少年非行の誘因と
なっている有害環境を
調査、点検し、実態を
把握するとともに、民
間補導員等と連携して
環境浄化に関する活動
を実施します。

青少年育成委員
会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員活
動事業

再掲（１３３）

116 5 子ども・若者の安全の確保 1 1 ③

県青少年健全育成条例に基づく立入調査事務によ
り、コンビニ、書店、カラオケボックス、携帯電
話販売店等の条例の遵守状況を確認し、注意・勧
告を行います。

こども未来局 青少年サポートセンター B B
社会環境実態調査及び千葉県健全育成条例
に基づく立入調査を実施した。

調査・聞き取り店舗数（コンビニ、カラオ
ケボックス、携帯電話販売店、雑貨店、書
店等）195件

立入調査事業

青少年健全育成条例に
基づく立入調査事務権
限に基づき、市内の図
書等取扱店、青少年深
夜入場禁止施設、携帯
電話等販売店に対し、
条例の遵守を図りま
す。

117 5 子ども・若者の安全の確保 1 2 ①

青少年育成委員会が主体となって、子どもの緊急
避難場所として家庭や店舗などを「こども１１０
番のいえ」として登録し、子どもの安全を守りま
す。また、学校・保護者を通じて、子どもに対し
「こども１１０番のいえ」の周知を図ります。

こども未来局 健全育成課 B B

地域の見守り活動を実施し、分散登校時の
子どもの安全確保に努めた。
「こども110番のいえ」の登録を促し、家
庭や子どもたちに対し周知を進めた。

登録件数　8,654件
こども１１０
番のいえ

児童・生徒の安全を確
保するため、「こども
110番のいえ」の登録
を依頼し、ステッカー
を掲示してもらうこと
で、地域ぐるみで子ど
もの安全を守ります。

青少年育成委員
会活動事業

再掲（１３２）
家庭教育資料作
成事業

再掲（１５９）

118 5 子ども・若者の安全の確保 1 3 ①
青少年を取り巻く様々な問題は都県域を超えて共
通化しているため、九都県市で青少年の健全育成
について協議し、共同の取組みを行います。

こども未来局 健全育成課 B B
共同の取組について書面開催にて情報共有
を行った。

―
九都県市共同
啓発事業

青少年の健全育成につ
いて、九都県市が共同
で啓発活動に取り組み
ます。

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター 再掲
青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員活
動事業

再掲（１３３） 広報・啓発活動 再掲（１４３）

市民局 地域安全課

空き巣やひったくりなどの市内の犯罪発生
情報や不審者情報をちばし安全・安心メー
ルの登録者に配信し、防犯に関する周知啓
発を実施した。

犯罪発生日報                 282件
緊急防犯情報             　 57件
不審者情報                    138件
ワンポイント防犯情報     44件
電話de詐欺　　　　　 　78件

ちばし安全・
安心メール

空き巣やひったくりな
ど市内の犯罪状況を携
帯電話やパソコンに電
子メールで配信し、防
犯に対する注意喚起を
行います。

総合政策局 防災対策課

気象庁が発表する警報・注意報等や市の避
難所開設情報等について、携帯電話やス
マートフォン、パソコンに電子メールで配
信し、災害に対する注意喚起を実施した。
また、新型コロナウイルス感染症につい
て、週報や市施設・イベント等の状況など
の各種情報を発信し、注意喚起を実施し
た。

登録者数の推移（年度末時点）
令和5年度　 58,744人

ちばし安全・
安心メール

災害・気象情報を携帯
電話やパソコンに電子
メールで配信し、災害
に対する心構えを喚起
するとともに、発災時
の避難など迅速・的確
な対応を可能にしま
す。

120 5 子ども・若者の安全の確保 2 1 ①

地域の青少年育成団体等による防犯教室や安全教
室等を実施し、地域の青少年育成団体等による防
犯教室や安全教室等の啓発活動を行うことで、子
ども・若者が犯罪等に巻き込まれないための知
識・態度を育みます。

こども未来局 健全育成課 再掲
青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員活
動事業

再掲（１３３）

保健福祉局 医療政策課

ホームページ・市政だより・SNS等を用い
た広報のほか、市内の中・高校・大学・専
門学校及び市内公共施設等にポスターの掲
示及びリーフレットの配布を依頼するとと
もに、「青少年の日フェスタ」にも出展
し、普及啓発を推進。

―
薬物乱用防止
対策

ホームページ等で薬物
乱用防止の広報及び啓
発活動を実施します。

教育委員会 保健体育課

保健学習において、薬物の害や誘われた場
合の断り方についての学習を行った。
薬物乱用防止教室は全ての中学校において
実施した。市薬剤師会や警察等から外部講
師を招いて行う学校もあった。

薬物乱用防止教室実施状況
　小学校　59校実施/10７校中
　中学校　55校実施/55校中

健康教育推進
事業

関係団体と連携した薬
物乱用防止教室等、心
身の健康に重点をおい
た健康教育を実施しま
す。

こども未来局 健全育成課
見直
し 資料1-3に記載

家庭教育資料
作成事業

小・中学校入学時と小
学5年生の保護者に、
子育て支援の一環とし
て家庭教育の手引きを
配布します。

B

B

B

B

B

B1 ②
「危険ドラッグ」等の危険性を子ども・若者に対
して周知するため、薬物乱用防止教室等の実施や
啓発活動を行います。

121 5 子ども・若者の安全の確保 2

①
子ども・若者が犯罪の被害に遭わない環境をつく
るために、補導活動、パトロールなど、学校・地
域・関係機関が連携した防犯活動を推進します。

114 子ども・若者の安全の確保5 1

4 ①
広報紙・ホームページ・電子メールなどを通し
て、不審者情報や防犯情報などを発信し、保護者
や子どもに注意喚起を行います。

119 5 子ども・若者の安全の確保 1

1
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こども未来局 健全育成課
見直
し 資料1-3に記載

子どもの情報
モラル啓発

メディア利用時におけ
るルール・マナーにつ
いて周知し、家庭での
ルールづくりを奨励し
ます。

家庭教育資料作
成事業

再掲（１５９）

教育委員会 教育センター

各学校において立案した情報教育指導計画
のもと、整備された1人1台端末の使用を
中心として、学年の発達段階に応じた内容
の指導を実施した。

全市立小・中・特別支援学校で情報モラル
教育などを実施した。（千葉市情報モラル
コンテンツ・文科省情報モラルコンテン
ツ・eネット安心講座・ケ―タイスマホ教
室　他）

情報モラル教
育の推進

情報モラル教育カリ
キュラム（カリキュラ
ム・情報モラルコンテ
ンツ・指導教材・実践
事例等）を作成し、す
べての小・中学校にお
いて、インターネット
や携帯電話による人権
の侵害に関する指導等
を実施するとともに、
情報リテラシーの定着
に向けた取組みを進め
ます。

123 6 子ども・若者の居場所づく
り

1 1 ①

待機児童の状況等を考慮した上で、既存の子ども
ルームでの受入れが困難な地域については、小学
校の余裕教室利用や学校敷地内への増設により、
子どもルームの受入枠の拡大を行います。

こども未来局 健全育成課 拡充 資料1-3に記載
子どもルーム
の拡充

子どもルームの対象学
年を小学校6年生まで
に段階的に拡大するこ
とに伴い、既存の子ど
もルームでの受入が困
難な地域については、
小学校の特別教室に高
学年ルームを開設しま
す。

124 6 子ども・若者の居場所づく
り

1 1 ②
校外にある子どもルームについて、校内への移転
を推進していきます。

こども未来局 健全育成課 拡充 資料1-3に記載
子どもルーム
の拡充

再掲（１６２）

6 子ども・若者の居場所づく
り

1 1
待機児童解消に向け、特に利用希望の多い夏季休
業期間に受入れ枠を設けます。

こども未来局 健全育成課 新規 資料1-3に記載
夏季休業時拡大
枠

待機児童解消に向け、
特に利用希望の多い夏
季休業期間に受入れ枠
を設けます。

125 6 子ども・若者の居場所づく
り

1 2 ①
地域の参画を得て、学習・体験・交流の機会を設
けてきたこれまでの取組みを継続していきます。

教育委員会 生涯学習振興課 B B
地域の参画を得て、68校において放課後
子ども教室を実施したが、新型コロナウイ
ルスの影響により5校は実施を見送った。

実施校数　68校（新型コロナウイルスの
影響により5校は実施見送り）
述実施日数           960日
延登録児童数　39,573人

放課後子ども
教室の実施

放課後子ども教室にお
ける学習支援・多様な
プログラムの充実を図
ります。

126 6 子ども・若者の居場所づく
り

1 3 ①

共働き家庭等の児童を含む希望するすべての児童
が放課後子ども教室の活動プログラムに参加でき
るよう、子どもルームの児童が参加する共通プロ
グラムの実施にあたっては、放課後子ども教室と
子どもルームで連携を図ります。

教育委員会
こども未来局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 資料1-3に記載
放課後子ども
教室と子ども
ルームの連携

すべての児童が放課後
子ども教室の活動プロ
グラムに参加できるよ
う、子どもルームの児
童が参加する共通プロ
グラムの実施にあたっ
ては、放課後子ども教
室と子どもルームで連
携を図ります。

127 6 子ども・若者の居場所づく
り

1 3 ②

放課後子ども教室と子どもルームの運営を一体的
に行い、放課後に希望するすべての児童を対象に
「安全・安心に過ごせる居場所」と「学びのきっ
かけ」を提供する放課後子ども教室・子どもルー
ム一体型モデル事業を、アフタースクール事業と
して本格実施します。

教育委員会
こども未来局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 資料1-3に記載
アフタース
クールの実施

放課後子ども教室とこ
どおルームの運営を一
体的に行い、放課後に
希望するすべての児童
を対象に「安全・安心
に過ごせる居場所」と
「学びのきっかけ」を
提供する放課後子ども
教室・子どもルーム一
体型モデル事業を、ア
フタースクール事業と
して本格実施します。

こども未来局 健全育成課

アフタースクール事業を行っている生涯学
習振興課と共に、放課後対策全般について
あり方を検討している。

日常的に情報交換を行っている。

教育委員会 生涯学習振興課

「子どもの放課後対策に関する検討会議」
において、子どもたちの居場所の確保と充
実について協議・調整を行った。

「子どもの放課後対策に関する検討会議」
　開催回数　1回

こども未来局 健全育成課
学校敷地内で、小学校の特別教室を利用し
た高学年子どもルームの新設5か所。

小学校敷地内（校舎内含む）整備　5か所
総合的な放課
後対策の推進

教育委員会と市長部局
との連携を強化し、総
合的な放課後対策に取
り組みます。

教育委員会 生涯学習振興課

放課後子ども教室については、学校施設を
積極的に活用し、多様な体験機会を提供し
た。
また、34校で放課後子ども教室と子ども
ルームを一体的に運営するアフタースクー
ルを実施した。

放課後子ども教室実施校数　68校
（新型コロナウイルスの影響により5校は
実施見送り）
アフタ―スク―ル実施校数　34校

総合的な放課
後対策の推進

再掲（１６６）

130 6 子ども・若者の居場所づく
り

1 4 ③
小学校の放課後において、校庭を安全・安心な居
場所として開放します。

教育委員会 生涯学習振興課 B B
全小学校において、放課後の校庭開放を実
施した。

実施校数　107校

131 6 子ども・若者の居場所づく
り

2 1 ①
子どもの居場所の全市展開を図るため、公開講座
を開催し、子どもの居場所で活躍できる人材を育
成します。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
信頼できる大
人の育成

子どもの居場所の全市
展開を図るため、公開
講座を開催し、子ども
の居場所で活躍できる
人材を育成します。

こども未来局 こども企画課

子ども交流館の運営を行うほか、市民ボラ
ンティア団体等が運営するどこでもこども
カフェ新規登録及び支援を行った。

開催日数等
　子ども交流館　319日 延93,995人利
用
　どこでもこどもカフェ　
　　　　25か所 1,290日 延8,265人利
用

どこでもこど
もカフェの開
催支援

こどもカフェ事業の成
果を踏まえ、市民ボラ
ンティアが中心となっ
て、地域交流の拠点と
なっている公民館等の
施設を活用すること
で、市内全域に幅広い
年齢の子どもたちに居
場所を提供します。

子ども交流館の
運営

こどもの参画の推進及
び児童の健全育成の拠
点施設として、市内の
中心部に、子どもたち
の交流の場、スポー
ツ・音楽など、子ども
たちのさまざまな活動
を支援します。

教育委員会 生涯学習振興課
全ての公民館で空きのある諸室やロビーを
開放した。

自習室利用者数　17,369人
公民館におけ
る子どもの居
場所の確保

公民館の施設を開放
し、気軽で安心・安全
な子どもたちの居場所
を確保します。

133 6 子ども・若者の居場所づく
り

2 2 ②

都市公園において、プレーパークを自主的に開催
している市民団体の運営の継続及び運営する市民
団体の増加のため、プレーリーダーの派遣を行い
ます。

こども未来局 こども企画課 B B
例年通り自主的にプレーパークを開催する
市民団体に対し、プレーリーダーを派遣し
た。

派遣実績
　7団体
　83回

プレーパーク
定期開催団体
への支援

都市公園において、プ
レーパークを自主的に
開催している市民団体
の運営の継続及び運営
する市民大体の増かの
ため、プレーリーダー
の派遣を行います。

子どもたちの森
公園プレーパー
ク運営

子どもたちが自然の中
で自分の責任でのびの
びと自由に遊べる場を
運営します。

B

B

B

B

B

B

B

B

2 ①

学校でも家庭でもない、信頼できる大人が見守る
第3の居場所であるどこでもこどもカフェの開催
支援や、子どもが放課後・休日に過ごせる子ども
交流館の運営等により、子どもたちが気軽に立ち
寄り、安心・安全に過ごせる地域の身近な居場所
を提供します。

132 6 子ども・若者の居場所づく
り

2

4 ②
放課後子ども教室及び子どもルームの実施場所と
して、学校施設等を有効的かつ積極的に活用して
いきます。

129 6 子ども・若者の居場所づく
り

1

4 ①
教育委員会と市長部局との連携を強化し、総合的
な放課後対策に取り組みます。

128 6 子ども・若者の居場所づく
り

1

2 ①
子どもがインターネットを利用する上でのルー
ル・マナーを周知し、家庭でのルールづくりを奨
励するための取組みを行います。

122 5 子ども・若者の安全の確保 2
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134 6 子ども・若者の居場所づく
り

2 2 ③
地域の子どもの居場所を運営する団体等のネット
ワーク化により、情報共有と連携強化を図りま
す。

こども未来局 こども企画課 拡充 資料1-3に記載
子どもの居場
所のネット
ワーク化推進

地域の子どもの居場所
を運営する団体等の
ネットワーク化によ
り、情報共有と連携強
化を図ります。

135 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

1 １ ①
国・民間団体等関係機関の実施事業を有効活用し
た適切な相談対応を実施します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B

平日や昼間に育児や生活一般に関すること
などについて、相談する時間がつくれない
方のために休日・夜間電話相談を実施し
た。

電話相談実施日：
　平日（18:00～21:00）   246日
　土日祝日（9:00～18:00） 69日
相談件数： 62件

相 談 体 制 の 充
実

国・民間団体等関係機
関の実施事業を有効活
用した適切な相談対応
を実施します。

母子・父子自立
支援員

保健福祉センターに母
子・父子自立支援員を
配置し、生活・育児・
福祉資金の貸付等につ
い て の 相 談 に 応 じ ま
す。

土日・夜間電話
相談

専 門 の 相 談 員 が 、 土
日 ・ 夜 間 に 、 生 活 全
般、児童のしつけ、育
児に関することなどの
相談に応じます。

遺児等のグリー
フケア

児童の父又は母等が死
亡 又 は 障 害 の 状 態 に
な っ た 場 合 等 に お い
て、遺族等が悲しみや
喪失感から立ち直るた
めの支援として、専門
機関によるカウンセリ
ングを実施します。

136 7
ひとり親家庭の自立支援の
推進

1 2 ①

プッシュ型情報提供の仕組みを利用することなど
により、各事業の対象者に必要な情報が的確に届
くようにするとともに、提供する情報の充実を図
ります。

こども未来局 こども家庭支援課 B B

ひとり親家庭向けの各種支援制度を掲載し
たリーフレットを各区市民総合窓口課に配
架した。
また、児童扶養手当の決定通知など、対象
者への郵送物に利用できる事業の案内を同
封することで、積極的な情報提供に努め
た。

―
制 度 対 象 者 へ
の情報提供等

プッシュ型情報提供の
仕組みを利用すること
などにより、各事業の
対象者に必要な情報が
的確に届くようにする
とともに、提供する情
報の充実を図ります。

137 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

2 １ ①

認定こども園、保育園等・子どもルームへの優先
入所を実施するとともに、「ファミリー・サポー
ト・センター事業」や「子育て短期支援事業」等
の子育て支援事業に係る利用者負担の軽減を図り
ます。

こども未来局

健全育成課
こども家庭支援課

幼保支援課
幼保運営課

B B

●ひとり親家庭等について、子どもルーム
入所審査時の配点を高くすることで優先的
な措置を行った。
●子育て短期支援事業等の子育て支援事業
に係る利用者負担の軽減を図った。
●ひとり親家庭等について、ファミリー・
サポート・センターに係る利用者負担の軽
減を図った。
●ひとり親家庭等について、保育園等の入
所選考時の配点を高くすることで優先的な
措置を行っている。

●子どもル―ム
　ひとり親家庭は19点加点
●子育て短期支援事業
　実利用者数               1,706人
　実負担軽減者数         1,536人
●ファミリ―サポ―トセンタ―
　ひとり親助成延人数　     35人
●保育園等利用申請
　令和6年4月申請対象件数　312件
 （一次・二次選考合計、転園申請も含む）

認定こども
園、保育所
等、子ども
ルームへの優
先入所

認定こども園、保育所
等、子どもルームへの
入所を優先的に実施し
ます。

子育て支援事業
の利用者負担軽
減

ファミリー・サポー
ト・センター事業や子
育て短期支援事業等の
子育て支援事業に係る
利用者負担を軽減しま
す。

138 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

2 2 ①
一時的に援助が必要なひとり親家庭等に家庭生活
支援員を派遣し、家事・育児の援助等を行う日常
生活支援事業を実施します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
一時的に援助が必要なひとり親家庭等に家
庭生活支援員を派遣し、家事・育児の援助
等を行った。

延利用時間：653時間 日常生活支援

一時的に援助が必要な
ひとり親家庭等に家庭
生活支援員を派遣し、
家事・育児の援助等を
行います。

139 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

2 ２ ②

ひとり親家庭の暮らし・子育てなどを支援するた
め、各種行政サービスや法律知識をテーマにした
生活支援講習会等を実施するとともに、お互いの
悩みを打ち明け相談し合う場づくりとして、情報
交換事業を実施します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
ひとり親家庭対象のイベントを開催し、情
報交換及び交流を図った。

実施回数　　 5回
参加者数　149人

生活支援講習
会

ひとり親家庭を支援す
るため、暮らしや子育
てなどをテーマにし
た、講習会と個別相談
会を開催します。

情報交換事業

お互いの悩みを打ち明
け、相談し合う場づく
りとして、情報交換事
業を実施します。

140 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

2 ２ ③

賃貸住宅の紹介や入居等に関する情報提供・助言
を行うとともに、ひとり親家庭が市営住宅に入居
する際の優遇措置を推進するほか、パンフレット
等を活用し、施策の周知を行います。

都市局
住宅整備課
住宅政策課

B B

●市営住宅ひとり親世帯入居申込者に対し
て抽選番号にポイントを1点付与した。
●住宅関連情報提供コーナーにおいて、入
居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供及び
入居支援を行った。

●市営住宅ひとり親世帯応募当選実績
  応募112世帯　当選28世帯
●ひとり親世帯への民間賃貸住宅の情報提
供
　相談:10件　紹介3件

市営住宅入居
時の優遇措置
の推進

市営住宅に応募した際
の抽選及び入居後の家
賃算定について優遇措
置を推進します。

民間賃貸住宅入
居支援制度の推
進

希望に応じた民間住宅
や市の住宅施策に関す
る情報提供・助言を行
うほか、家賃債務保証
会社の保証委託料の一
部を補助します。

141 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

3 1 ①

母子家庭等就業・自立支援センター事業として、
母子家庭等の就業と自立を支援するため、就業相
談員による就業相談や、ハローワークと連携した
就業支援を行います。

こども未来局 こども家庭支援課 B B

母子家庭等就業・自立支援センター事業と
して、母子家庭等の就業と自立を支援する
ため、就業相談員による就業相談や、ハ
ローワークと連携した就業支援を行った。

相談件数： 1,266件　就職人数： 182人
母子・父子自立支援プログラム策定事業実
施件数： 115件

児童扶養手当の現況届手続き時に併せて開
設する、ハロ―ワ―クの臨時相談窓口（出
張ハロ―ワ―ク！ひとり親全力サポ―ト
キャンペ―ン）については、美浜区にて集
中的に実施している。

母子家庭等就
業・自立支援
センター

就業と自立を支援する
ため、保健福祉セン
ターに就業相談員を配
置し、就業相談に応じ
るほか、労働局やハ
ローワークと連携した
就業支援を行います。

142 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

3 ２ ①

就業する際に必要な技術や資格の取得を促進する
ため、「高等職業訓練促進給付金」等の給付事業
を実施するほか、資格技能取得のための講習会を
開催します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B

就業する際に必要な技術や資格の取得を促
進するため、「高等職業訓練促進給付金」
等の給付事業を実施するほか、資格技能取
得のための講習会を開催した。

●高等職業訓練促進給付金
①高等職業訓練促進給付金
　給付人数： 33人　支給額：37,693千
円
②高等職業訓練修了支援給付金
　給付人数： 　9人　支給額： 　375千
円
●就業支援講習会
①パソコン講習会：3回開催　 延べ受講者
数22人
②介護職員初任者研修講習会　延べ受講者
数  7人

就業支援講習
会

就労に結びつく可能性
が高い技能や資格を習
得するための講習会を
開催します。

高等職業訓練促
進給付金

看護師等経済的自立に
効果的な資格を取得す
る間の生活費の負担軽
減を図るため、給付金
を支給します。

自立支援教育訓
練給付金

就職につなげる能力開
発及び中長期的なキャ
リア形成のための教育
訓練講座を受講すると
きの費用の一部を助成
します。

高等学校卒業程
度認定試験合格
支援

ひとり親家庭の親又は
子が、高卒認定試験の
合格を目指すために、
民間事業者などが実施
する対策講座を受講す
るときの費用の一部を
助成します。

高等職業訓練促
進資金貸付

高騰職業訓練促進給付
金を活用し、就職に有
利な資格の所得を目指
すひとり親家庭の親に
対し、入学時と就職時
に資金を貸し付けま
す。

143 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

4 １ ①
子どものための養育費及び面会交流等について、
弁護士による無料相談を実施します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
子どものための養育費及び親子交流（面会
交流）等について、弁護士による無料相談
を実施した。

養育相談：各区4回
　　　　　全24回実施
定員：　　各回3名　
応募者数：110名
相談者数：  71名

弁護士による
養育費相談

子どものための養育費
及び面会交流等につい
て、弁護士による無料
相談を実施します。

144 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

5 １ ①
母子及び父子家庭等の方の経済的自立を支援する
ため、子どもの修学資金等の貸付を行います。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
母子及び父子家庭等の方の経済的自立を支
援するため、就学支度資金や修学資金等6
種類の貸付を行った。

貸付件数　　　 339件
貸付金額　144,734千円

母子・父子・
寡婦福祉資金
貸付

母子・父子・寡婦家庭
に対し、子どもの就学
資金等の貸付を行いま
す。

145 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

5 ２ ① 児童扶養手当制度の給付事務を適正に行います。 こども未来局 こども家庭支援課 B B
母子及び父子家庭等に対して児童扶養手当
給付を実施した。

延べ支給人数　　  60,194人
支給額　　　　2,450,153千円

児童扶養手当
の適正な給付

児童扶養手当制度の給
付業務を適正に行いま
す。

146 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

5 ２ ②
母子及び父子家庭等に対する医療費助成を実施す
るほか、関係団体と協議しながら、現物給付化を
実施し、受給者の利便性の向上を図ります。

こども未来局 こども家庭支援課 拡充 資料1-3に記載
母子・父子家
庭等医療費助
成

母子及び父子家庭等に
対する医療費（保険診
療の自己負担分）を助
成するとともに、関係
団体と協議しながら、
現物給付化を実施し、
受給者の利便性の向上
を図ります。

147 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

5 ２ ③

未婚のシングルマザー・ファザーに寡婦（夫）控
除をみなし適用し、保育料・子どもルーム利用料
等の軽減を図ります。
（令和3年9月以降は法改正によるひとり親控除を
考慮した保育料算定となったため廃止）

こども未来局
健全育成課
幼保運営課

D -

中間見直しにより廃止
（令和3年9月以降は法改正によるひとり
親控除を考慮した保育料算定となったため
廃止）

―

保育所・子ど
もルーム利用
料等負担軽減
（みなし寡婦
控除）

保育料及び子どもルー
ム利用料について、未
婚のシングルマザー・
ファザーに寡婦（夫）
控除をみなし適用し、
利用料等の軽減を図り
ます。
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148 7 ひとり親家庭の自立支援の
推進

5 ３ ①
経済的に特に困窮しているひとり親家庭の児童に
対して、クーポン券を提供し、学習塾や習い事等
に必要な費用の一部を助成します。

こども未来局 こども家庭支援課
見直
し

資料1-3に記載
学校外教育バ
ウチャー

経済的に特に困窮して
いるひとり親家庭の児
童に対して、クーポン
券を提供し、学習塾や
習い事等に必要な費用
の一部を助成します。

149 8 児童虐待防止対策の充実 1 1 ①
社会全体で児童虐待を防止するため、防止への協
力について、広く市民に対し、周知・啓発を行い
ます。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
社会全体で児童虐待を防止するため、防止
への協力について、広く市民に対し、周
知・啓発を実施した。

鉄道各社の駅にポスタ―掲出
（JR５駅、京成2駅、モノレ―ル18駅）
ＢａｙＦＭでＣＭ放送
市政だよりに特集記事掲載

オレンジリボ
ンキャンペー
ン

児童虐待の防止に向
け、市民の意識を高
め、児童虐待防止の協
力を呼びかける啓発活
動を行います。

150 8 児童虐待防止対策の充実 1 1 ②

暴力によらない子育ての実践について、先進的な
心理教育プログラム等を調査・研究するととも
に、プログラム指導者を養成する等、広く市民に
対し、周知・啓発を行います。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
コモンセンス・ペアレンティングプログラ
ムに関する講座を幼児版・学齢児版とに分
け2日間、オンラインで開催した。

参加者数
幼児版：   29名
学齢児版：25名

児童虐待防止
に向けた民間
プログラムの
実施

小中学校の児童やその
保護者に対し、民間団
体の児童虐待防止に資
するプログラムを実施
します。

養成指導者によ
る心理教育プロ
グラムの市民向
け講座実施

暴力や暴言を使わずに
子どものしつけを行う
ための心理教育プログ
ラムの指導者を養成
し、養成指導者によ
り、市民を対象とした
プログラムを実施しま
す。

暴力によらない
子育ての周知・
啓発

子育て中の保護者に対
し、暴力によらない子
育ての実践や育児不安
の相談を推奨するリー
フレットを配布しま
す。

DV被害者・児
童への心理教育
プログラム事業

DV被害者とその子ど
もたちの自尊感情を回
復し、暴力によらない
対等な関係を学ぶ心理
教育プログラムを実施
します。

151 8 児童虐待防止対策の充実 2 1 ①
増加する児童虐待相談に対し、児童相談所で、引
き続き、２４時間・３６５日対応していきます。

こども未来局
東部児童相談所
西部児童相談所

B B
増加する児童虐待通告に対し、児童相談所
で、引き続き、24時間・365日対応し
た。

虐待通告対応件数（児童相談所）2,409件

児童虐待通告
受理・対応
（24時間365
日体制）

児童相談所で、引き続
き、休日・夜間を問わ
ず、児童虐待相談を受
け付け、対応していき
ます。

152 8 児童虐待防止対策の充実 2 1 ②
保健福祉センターにおいても、引き続き、児童虐
待相談に対応していきます。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
保健福祉センターにおいても、児童虐待通
告に対応した。

虐待通告対応件数（区）1,135件

保健福祉セン
ター児童虐待
通告受理・対
応

保健福祉センターで、
児童虐待相談を受理す
るとともに、泣き声通
告や面前DV通告に対
応する。

8 児童虐待防止対策の充実 2 1
児童虐待の増加、複雑・困難化に対応するため、
新たな児童相談所を整備します。

こども未来局 こども家庭支援課 新規 資料1-3に記載
新たな児童相
談所の整備

児童虐待の増加、複
雑・困難化に対応する
ため、新たな児童相談
所を整備します。

153 8 児童虐待防止対策の充実 2 2 ①

母子健康手帳交付時の面接や乳児家庭全戸訪問事
業、乳幼児健康診査等を通して、子育てに不安を
抱えている家庭の把握に努め、必要に応じた支援
につなげます。

保健福祉局 健康支援課 B B

母子健康包括支援相談員による母子健康手
帳交付時の面接や乳児家庭全戸訪問事業、
乳幼児健康診査等を通して、子育てに不安
を抱えている家庭の把握に努め、必要に応
じた支援に繋げた。

母子健康手帳交付件数　　　　　5,850件
４か月児健康診査受診者　　　　５,642
人
１歳６か月児健康診査受診者　　 6,062
人
３歳児健康診査受診者　　　　 　6,521
人

母子健康手帳
の交付・面接

再掲（１０５）
乳児家庭全戸訪
問事業

再掲（１８） 乳幼児健康診査

保健福祉センター、協
力医療機関において、
各種健康診査を実施
し、保護者に対して相
談・助言等を行いま
す。

保健福祉局 健康支援課

子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や
虐待リスクのある家庭に対し、各種相談・
訪問事業等により、育児不安や負担感の軽
減を図った。

育児ストレス相談開催回数　　209回
養育支援訪問
事業

再掲（１９） 育児相談 再掲（１１０）
育児ストレス相
談

育児不安等で悩んでい
る保護者を対象に臨床
心理士が個別相談を実
施します。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所

子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や
虐待リスクのある家庭に対し、各種相談事
業により、育児不安や負担感の軽減を図っ
た。

家庭児童相談件数                       　  
2,203件
児童家庭支援センタ―相談件数 　  
14,121件

子ども電話相
談（東部児童
相談所）

児童相談所に専用回線
を設け、子どもや家庭
に関わる様々な相談に
応じます。

家庭児童相談

保健福祉センターに家
庭相談員を配置し、子
どもと家庭に関する
様々な相談に応じま
す。

児童家庭支援ｾ
ﾝﾀｰ

市内社会福祉法人に委
託し、子どもに関する
様々な相談に応じると
ともに、児童相談所と
の連携を図ります。

155 8 児童虐待防止対策の充実 2 2 ③
一時的に養育が困難な方の児童の預かりや、子育
ての手助けをするサービスの提供により、育児不
安や負担感の軽減を図ります。

こども未来局
こども家庭支援課

幼保支援課
幼保運営課

B B 資料1-6に記載

子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ）

再掲（１５）
子育て短期支援
事業（トワイラ
イトステイ）

再掲（１６） 一時預かり事業 再掲（９）
エンゼルヘルパ
－派遣事業

再掲（１１２）
ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業

再掲（１０）

156 8 児童虐待防止対策の充実 2 2 ④
子育て中の親同士が気軽に話ができる交流の場
や、相談・情報提供を行う場を提供することによ
り、育児不安や負担軽減を図ります。

こども未来局 幼保支援課 B B 資料1-6に記載
地域子育て支
援拠点事業

再掲（１２）

157 8 児童虐待防止対策の充実 2 2 ⑤

認定こども園、幼稚園、保育園等、小・中・高等
学校・特別支援学校・中等教育学校における保育
士、教職員が、早期発見の視点を持ちながら、子
ども一人一人をよく観察するとともに、スクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど
を活用した、学校における相談体制の充実を図り
ます。

教育委員会 教育支援課 B B

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知
識・経験を有するスクールカウンセラーを
全市立学校に配置し、児童生徒等の悩みの
解消に当たった。
また、教育分野に関する知識に加えて、社
会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、
児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけ
て支援を行うスクールソーシャルワーカー
を配置し、教育相談体制の整備を行った。

スク―ルカウンセラ―の相談件数　
58,130件
スク―ルソ―シャルワ―カ―の派遣事案数　
252件

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

いじめや不登校などに
対応するため、全中学
校、全小学校、特別支
援学校及び中等教育学
校にスクールカウンセ
ラーを配置し、児童生
徒、その保護者、教職
員からの悩み等の相談
にあたります。

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

いじめ、不登校、暴力
行為など、生徒指導上
の課題対応のために、
教育分野に関する知識
に加えて、社会福祉等
の専門的な知識・技術
を用いて、児童生徒の
置かれたさまざまな寛
容に働きかけて支援を
行うスクールソーシャ
ルワーカーを配置しま
す。

158 8 児童虐待防止対策の充実 2 2 ⑥

子育てに悩みを抱える方や子ども本人からの相談
に対して、近年、主要なコミュニケーションツー
ルとなっているSNSの活用などにより相談窓口の
充実を図ります。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

新規 資料1-3に記載
SNSの活用な
どによる相談
窓口の充実

子育てに悩みを抱える
方や子ども本人からの
相談に対して、近年、
主要なコミュニケー
ションツールとなって
いるSNSの活用などに
より相談窓口の充実を
図ります。

159 8 児童虐待防止対策の充実 2 2 ⑦

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、子ども
等に関する相談全般から、より専門的な相談対応
や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャル
ワーク業務等を行う支援拠点を各区に設置しま
す。

こども未来局 こども家庭支援課 新規 資料1-3に記載
こども家庭総
合支援拠点事
業

子どもとその家庭及び
妊産婦等を対象に、子
ども等に関する相談全
般からより専門的な対
応や必要な調査、訪問
等による継続的なソー
シャルワーク業務等を
行う支援拠点を各区に
設置します。

160 8 児童虐待防止対策の充実 3 １ ①

複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に対応す
るため、児童福祉司の法定研修をはじめ、県との
合同研修や任意の各種研修への参加、OJTによる
児童相談所職員の資質向上とあわせ、認定こども
園、幼稚園、保育園等や学校等関係機関の職員に
向けた研修を実施し、支援者の資質向上を図りま
す。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

B B

複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に
対応するため、関係機関の職員研修を実施
し、支援者の資質向上を図った。（①虐待
対応職員法定研修②主任児童委員向けの研
修③施設職員向けの基幹的職員研修）
複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に
対応するため、児童福祉司の法定研修をは
じめ、県との合同研修や任意の各種研修へ
の参加、OJTによる児童相談所職員の資質
向上とあわせ、認定こども園、幼稚園、保
育園等や学校等関係機関の職員に向けた研
修を実施し、支援者の資質向上を図った。

①虐待対応職員法定研修　　　　　　   
18名
②主任児童委員向けの研修　　　　　　
68名
 （コロナ禍のため人数制限を設けた）
③施設職員向けの基幹的職員研修　　　
27名
④関係機関職員研修　　　　　　　　　
76名

児童虐待防止
研修

保健福祉センター職員
や認定こども園、幼稚
園、保育所等職員、主
任児童委員等に対し、
児童虐待防止に向けた
研修を実施します。

B B2 ②
子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や虐待リ
スクのある家庭に対し、各種相談・訪問事業等に
より、育児不安や負担感の軽減を図ります。

154 8 児童虐待防止対策の充実 2
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161 8 児童虐待防止対策の充実 3 2 ①

「要保護児童対策及びＤＶ防止地域協議会」にお
いて、虐待を受けている児童、保護者のない児
童、特定妊婦など、支援が必要な児童等につい
て、関係機関が支援方針と情報を共有し、緊密に
連携して対応します。また、ヤングケアラーな
ど、これまであまり認知されていなかった課題を
抱えた児童等についても、実態把握に努めるな
ど、留意して対応します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B

「要保護児童対策及びＤＶ防止地域協議
会」において、要保護児童の情報共有と支
援方針の検討を行った。
ヤングケアラーの視点も持ち、上記検討を
行った他、ヤングケアラー実態調査を小中
高校生を対象に実施した。

要対協代表者会議　　　 1回
実務者会議　　　 　　 18回
個別ケ―ス検討会議　397回実施

ヤングケアラ―研修　参加者　112名
　　　　　　　　　　参加機関　56機関

要保護児童対
策及びDV防止
地域協議会

児童虐待・DVを防止
するため、関係機関・
団体等が要保護児童等
の情報を共有し、支援
内容を協議します。

162 8 児童虐待防止対策の充実 3 ２ ②
情報システムの活用などにより、「要保護児童対
策及びＤＶ防止地域協議会」における専門的・効
率的な情報共有の方法について検討します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
令和4年度に導入したシステムを引き続き
利用した。

―

要保護児童対
策及びDV防止
地域協議会シ
ステム導入

要保護児童の情報等を
データベース化し、リ
アルタイムでの情報共
有により、児童の安全
確保を図ります。

163 8 児童虐待防止対策の充実 3 ２ ③

千葉県警と締結した情報共有協定や千葉県人身安
全関連事案連絡会議の活用などにより、適切な役
割分担の下、児童の安全確認と安全確保を的確に
行います。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

B B

千葉県警と締結した情報共有協定や千葉県
人身安全関連事案連絡会議の活用などによ
り、適切な役割分担の下、児童の安全確認
と安全確保を的確に行った。
千葉県人身安全関連事案連絡会議DV対策
分科会に出席し、県警本部人身安全課、千
葉県とDV事案における同伴児童の安全確
保についても情報交換を行った。

千葉県人身安全関連事案連絡会議ＤＶ対策
分科会年1回
要対協実務者会議（年18回）に県警本部
少年課、警察署生活安全課が出席

千葉県警との
情報共有

千葉県警との間に締結
した情報共有協定や、
千葉県人身安全事案連
絡会議の活用などによ
り、児童の安全確認と
安全確保を的確に行い
ます。

164 8 児童虐待防止対策の充実 4 ー ①
既に配置されている弁護士や警察官OB等の専門
人材を活用し、困難なケースに的確に対応してい
きます。

こども未来局
東部児童相談所
西部児童相談所

B B
既に配置されている弁護士や警察官OB等
の専門人材を活用し、困難なケースに的確
に対応した。

―
弁護士・警察
官OBの配置

弁護士、警察OBを引
き続き配置し、困難な
ケースに的確に対応し
ていきます。

165 8 児童虐待防止対策の充実 4 ー ②
児童福祉法施行令改正による児童福祉司の配置標
準見直し（令和4年度までに）に基づき、増員し
ます。

こども未来局
東部児童相談所
西部児童相談所

拡充 資料1-3に記載
児童福祉司の
増員

児童福祉司（里親養育
支援児童福祉司、市町
村支援児童福祉司を除
く）２人につき１人は
配置します。

166 8 児童虐待防止対策の充実 4 ー ③
児童心理司の配置基準の法定化に基づき、増員し
ます。（令和６年度までに）

こども未来局
東部児童相談所
西部児童相談所

拡充 資料1-3に記載
児童心理司の
増員

児童心理司の配置基準
の法定化に基づき、増
員します。（２０２４
年度までに）

167 8 児童虐待防止対策の充実 5 ー ①

子どもの視点に立って、権利が保障され、一時保
護を必要とする子どもを適切な環境において保護
できるよう、里親や児童福祉施設への一時保護委
託等を活用し、一時保護所の在所日数を短縮しま
す。

こども未来局 東部児童相談所 拡充 資料1-3に記載
一時保護環境
の改善・体制
強化

子どもの視点に立っ
て、権利が保障され、
一時保護を必要とする
子どもを適切な環境に
おいて保護できるよ
う、里親や児童福祉施
設への一時保護委託等
を活用し、一時保護所
の在所日数を短縮しま
す。

168 8 児童虐待防止対策の充実 5 ー ②
異なる年齢、異なる行動様式のある児童が、健康
的かつ文化的に充実した生活を過ごすことができ
るように、一時保護所の環境を改善します。

こども未来局 東部児童相談所 B B

異なる年齢、異なる行動様式のある児童
が、健康的かつ文化的に充実した生活を過
ごし、なおかつ学習する機会を充実させる
ための、環境改善を行った。学齢児の学習
では、一斉指導によるSSTや学活、教科学
習の時間を設け、一人一人の力に合わせて
学習の内容や方法を工夫し、学びの充実を
図った。

定員数　42名（幼児10名、学齢児32名
（男子16名、女子16名））

一時保護所の
環境改善

異なる年齢、異なる行
動様式のある児童が、
健康的かつ文化的に充
実した生活を過ごすこ
とができるように、体
験学習や歯科検診等の
実施、教材や玩具等物
品の購入などを行うこ
とで、一時保護所の環
境を改善します。

169 9 社会的養育体制の充実 1 1 ①

家庭養育を推進するため、ＮＰＯと協働し、里親
のリクルートから委託後まで、包括的な支援を行
うことにより、里親の担い手を確保するととも
に、ファミリーホームを増設します。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所

拡充 資料1-3に記載
家庭養育の推
進

NPOと協働し、里親の
リクルートから委託後
の支援まで、包括的な
支援を行うことによ
り、里親の担い手を確
保し、里親委託を推進
するとともに、養育者
の住居で家庭的な雰囲
気のもと、児童の健全
な成育を支援するファ
ミリーホームの増設を
推進します。

170 9 社会的養育体制の充実 1 ２ ①
社会的養育を要する児童・乳幼児の養育を行う児
童養護施設・乳児院において、家庭的環境である
小規模グループケアでの養育を推進します。

こども未来局 こども家庭支援課 拡充 資料1-3に記載
小規模グルー
プケアでの養
育

社会的養育を要する児
童・乳幼児の養育を行
う児童養護施設・乳児
院において、家庭的環
境である小規模グルー
プケアでの養育を推進
します。

171 9 社会的養育体制の充実 1 ３ ①

「新しい社会的養育ビジョン」、「千葉県社会的
養育推進計画（仮）」と調整を図り、児童養護施
設等の多機能化・地域分散化を検討します。ま
た、よりよい養育環境を確保するため、施設の環
境改善を図ります。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
児童養護施設等の多機能化・地域分散化の
ための助成及び施設の環境改善のための助
成を行った。

児童養護施設等の多機能化・地域分散化の
ための助成　1件
施設の環境改善のための助成　7件（新型
コロナウイルス感染症対策に関するものを
含む）

児童養護施設
等の多機能
化・地域分散
化・環境改善

児童養護施設等の多機
能化・地域分散化（定
員６人の地域小規模児
童養護施設や分園型グ
ループケア）を検討し
ます。また、よりよい
養育環境を確保するた
め、施設の環境改善を
図ります。

172 9 社会的養育体制の充実 1 ４ ①
支援が必要な母子を入所させ、保護するととも
に、母子の自立の促進のため、生活を支援し、あ
わせて退所者への相談その他の援助を行います。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
支援が必要な母子について、入所の手続き
を行うとともに、生活再建のための援助を
行った。

入所世帯延件数 　278世帯
母子生活支援
施設での支援

支援が必要な母子を入
所させ、保護するとと
もに、母子の自立の促
進のため、生活を支援
し、あわせて退所者へ
の相談その他の援助を
行います。

173 9 社会的養育体制の充実 2 1 ①
里親等への研修を充実し、個々の児童の養育の質
を高めます。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所

B B

全登録里親を対象とした研修を実施し、里
親・児童相談所・関係機関の連携強化及び
資質向上を目的とした所内研修を実施し
た。

全登録里親対象研修　６回
里親等研修の
充実

措置児童の個別の状
況・課題にきめ細やか
に対応するため、里
親・施設職員の資質向
上を図るための研修を
実施します。

174 9 社会的養育体制の充実 2 2 ①
児童養護施設等を退所予定又は退所後の子どもに
対し、相談支援、生活支援、就業支援等を行うこ
とにより、地域生活及び自立を支援します。

こども未来局 こども家庭支援課 B B
千葉県と共同で退所児童等アフターケア事
業を実施した。

相談件数　174件
自立援助ホー
ム

児童養護施設退所児童
等、義務教育終了後15
歳から20歳までの家庭
がない児童や、家庭に
いることができない児
童が共同で生活する場
において、自立に向け
た支援を行います。
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175 9 社会的養育体制の充実 2 2 ②

児童養護施設等への入所措置を受けていた者で自
立のための支援を継続して行うことが適当な場合
について以下の支援を行います。
・現施設での居住継続に必要な支援を原則22歳の
年度末まで行う。
・退所後の児童に対し、自立への支援を行う。

こども未来局
こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

B B
現施設等での居住継続に必要な支援を実施
した。

生活支援　8件
児童の自立支
援

児童養護施設等への入
所措置を受けてきた者
で措置解除された者の
うち、自立のための支
援を継続して行うこと
が適当な場合につい
て、原則22歳の年度末
まで引き続き必要な支
援を実施することによ
り、将来の自立に結び
つけます。

障害福祉サービス課
障害者自立支援課

【障害者自立支援課】
●発達障害者支援センター運営
相談支援・発達支援・就労支援員を配置。
・本人・保護者・支援機関からの相談
・保護者・支援者等に対する各種研修
・関係機関への普及啓発　　他
●発達障害等に関する巡回相談員整備事業
巡回相談員が市内保育所（園）・幼稚園・認定こ
ども園等に訪問し、対象児を観察後、施設職員や
保護者等に対し、個別相談を行った。
●かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業
新型コロナウイルス感染症対策によりオンライン
形式にて研修会を実施した。

【障害福祉サービス課】
●療育センター運営事業
●大宮学園運営事業
障害児の早期発見、早期療育の観点から、心身障
害の相談、指導、診断、検査、判定等を行うとと
もに、障害に応じた療育訓練を行った。
●桜木園運営事業
重症心身障害児に、治療と日常生活の指導などの
サービスの提供を行なった。
●障害児等療育支援事業
障害児（者）施設の有する機能を活用し、地域で
の生活支援及び療育、相談体制の充実を図るとと
もに、各種福祉サービスの提供、援助調整等を
行った。

【障害者自立支援課】
●発達障害者支援センタ―運営
・相談支援
　支援者実数　   824人
　延支援件数   3,234人
・各種研修の実施（主催・共催）　3回
●発達障害等に関する巡回相談員整備事業
　延訪問施設数　 140か所
　延支援者数　　  363人
●かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業
　研修会実施回数：1回

【障害福祉サ―ビス課】
●療育センタ―運営事業（延利用者数）
　療育相談所　　　 11,925人
　すぎのこル―ム　   2,651人
　やまびこル―ム　   1,281人
●大宮学園運営事業（延利用者数）
　ひまわりル―ム　     7,359人
　たけのこル―ム　     1,521人
●桜木園運営事業（延利用者数）
　入所　　　　　　 17,980人
　通所　　　　　　    2,748人
●障害児等療育支援事業
実施か所数 計11か所(市内9か所 市外2か所) 
　訪問療育　　204件
　外来療育　　131件
　施設支援　　  　1件

療育センター
運営事業

障害児の早期発見、早
期療育の観点から、相
談、指導、診断、検
査、判定等を行い、障
害に応じた訓練等を行
うとともに、個別指導
や保護者への相談支援
を行います。また、障
害児とその保護者の抱
える課題の解決や適切
なサービス利用のた
め、計画作成やサービ
ス事業者との連絡調整
等を行います。

大宮学園運営事
業

障害児への指導、訓練
等の専門的な療育を行
います。

桜木園運営事業

重症心身障碍児に入所
支援を通じて、治療や
日常生活の指導を行い
ます。

発達障害者支援
センター運営

発達障碍者支援を総合
的に行う地域の拠点と
して、本人や家族等か
らの相談に応じるとと
もに、療育に関する指
導や助言を行います。
また、関係機関との連
携強化を図り、地域に
おける総合的な支援体
制の整備に務めます。

発達障害等に関
する巡回相談員
整備事業

専門知識を有する相談
員が認定こども園、幼
稚園、保育園等を巡回
し、施設職員や保護者
等に対し、発達障害の
疑いのある児童の早期
発見・早期対応のため
の助言等を行います。

かかりつけ医等
発達障害対応力
向上研修事業

かかりつけ医等の医療
関係者を対象に、発達
障害に係る研修を開催
し、地域における発達
障害への対応力の向上
を図ります。

障害児等療育支
援事業

身近な地域で療育指導
等が受けられるよう、
訪問又は外来による療
育相談等を行うほか、
認定こども園、保育園
等の職員に対し、療育
に関する技術の指導を
行います。

健康支援課

乳幼児健康診査等を実施し、先天性の疾
患、運動機能、視聴覚等の障害、発達の遅
れ等の早期発見・早期療育を促すととも
に、育児不安を持つ保護者に対する援助を
行い、育児支援を図った。

・4か月児健康診査受診者　　　　5,642
人
・1歳6か月児健康診査受診者　　 6,062
人
・3歳児健康診査受診者　　　　　6,521
人

乳幼児健康診
査

再掲（１１４）
養育支援訪問事
業

育児不安の強い家庭や
乳幼児健診未受診者に
保健師等による家庭訪
問を行い、育児不安や
育児ストレスの解消を
図るとともに、乳幼児
健診の受診勧奨を行
い、障害の早期発見・
早期療育を促します。

保健福祉局
障害福祉サービス課
障害者自立支援課

●障害児通所支援事業
障害児に、生活能力の向上のために必要な
訓練、集団生活への適応訓練など専門的な
支援を行った。

●障害児通所支援事業（延利用者数）
　児童発達支援　　　　 　19,878人
　医療型児童発達支援　　 　 370人
　放課後等デイサ―ビス    29,577人
　保育所等訪問支援　　 　   3,168人

障害児通所支
援事業

障害児に、生活能力の
向上のために必要な訓
練、集団生活への適応
訓練など専門的な支援
を行います。

トイライブラリ
―運営事業

障害児の機能回復及び
能力開発を促進するた
め、おもちゃの貸出や
遊び方に関する相談等
を行います。

教育委員会
学事課

保健体育課
養護教育センター

【学事課】
●特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯
の経済状況（所得等）に応じて、学用品費
等の支給の援助を行った。

【保健体育課】
●特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒(小・中学校)の保護者
に対し、世帯の経済状況（所得等）に応じ
て、給食費等の援助を行った。

【養護教育センター】
●スクールメディカルサポート事業
千葉市立学校に在籍する医療的ケアを必要
とする児童生徒に看護師を派遣した。
●特別支援教育介助員事業
千葉市立小、中、中等教育学校（前期課
程）に在籍する常時介助が必要な児童生徒
に特別支援教育介助員を配置した。

【学事課】
●特別支援教育就学奨励費　受給者数
　　小学校　803人
　　中学校　397人

【保健体育課】
●特別支援教育就学奨励費　
受給者数
　　小学校　446人　
　　中学校　214人

【養護教育センタ―】
●スク―ルメディカル事業 10校11名に派
遣
●特別支援教育介助員事業 23校23名に配
置

特別支援教育
就学奨励費

障害のある児童生徒の
保護者に対し、世帯の
経済状況（所得等）に
応じて、学用品費等の
支給や給食費等の援助
を行います。

スクールメディ
カルサポート事
業

千葉市立学校に在籍す
る医療的ケアを必要と
する児童に対し、医療
行為を行う看護師を派
遣します。

特別支援教育介
助員事業

千葉市立小・中・中等
教育学校（前期課程）
に在籍する常時介助が
必要な児童の安全を確
保するとともに、学級
内の他の児童の学習保
障及び教員の負担軽減
のために、小・中・中
等教育学校（前期課
程）に特別支援教育介
助員を派遣します。

市民局 スポーツ振興課

障害者へのスポーツ相談を継続して行っ
た。
市スポーツ協会が「障害者スポーツ教室」
を拡充したことなど、マッチング先が拡大
したことに伴いマッチング者が増えた。

相談件数　490件
スポ―ツ活動を行った人数　261人
継続的にスポ―ツ活動を行った人数　238
人

ちばしパラス
ポーツコン
シェルジュ

障害児が地域のスポー
ツ活動に参加するため
のつなぎ役として、
コーディネーターが障
害の種類・程度に応じ
たスポーツの照会や
サークル活動へのマッ
チングを行います。

保健福祉局 障害者自立支援課
身体障害者スポーツ大会、ゆうあいピック
を計画通り開催した。

参加人数
（身スポ）　選手：100人
　　　　　　役員：  77人
（ゆうあい）選手：399人
　　　　　　役員：151人

身体障害者ス
ポーツ大会

身体障碍者のスポーツ
活動に参加するための
つなぎ役として、コー
ディネーターが障害の
種類・程度に追う下ス
ポーツの紹介やサーク
ル活動へのマッチング
を行います。

ゆうあいピック

知的障碍者のスポーツ
の発展を図るととも
に、社会の身体障碍者
に対する理解と認識を
深め、身体障碍者の自
立と社会参加の促進を
目的として開催しま
す。

179 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 1 ①

「子ども・若者支援協議会」（代表者会議・実務
者会議・個別ケース検討会議）を開催し、関係機
関等が行う支援を適切に組み合わせることによ
り、効果的かつ円滑な支援を行います。

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター 再掲
子ども・若者
支援協議会

困難を有する子ども・
若者に対し効果的かつ
円滑な支援を行うた
め、必要な情報交換を
行うとともに、支援内
容に関する協議を行い
ます。

180 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 1 ②
構成機関を拡充し、必要な情報交換を行うととも
に、支援内容に関する協議を行い、相談者のニー
ズに応じたよりきめ細やかな支援を行います。

こども未来局
健全育成課

青少年サポートセンター
拡充 資料1-3に記載

子ども・若者
支援協議会

再掲（２４６）

B

B

B

B

B

B－ ①

障害児が地域のスポーツ活動に参加するためのつ
なぎ役として、コーディネーターが障害の種類・
程度に応じたスポーツの紹介やサークル活動への
マッチングを行います。また、本人の自立及び社
会参加を促進するため、スポーツ大会を開催しま
す。

178 10 障害のある子どもへの支援
の充実

4

－ ①
障害児に対し、療育センターの専門的療育の充実
を図るとともに、児童発達支援などの各種サービ
スの実施体制を強化します。

177 10 障害のある子どもへの支援
の充実

3

ー ①

乳幼児期における障害の早期発見・早期療育のた
め、療育センター等での検査・判定機能の充実を
図るとともに、関連機関との連携により、ペアレ
ントトレーニングなどを通じて、障害児の保護者
に対する支援を強化します。

保健福祉局176 10 障害のある子どもへの支援
の充実

1
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181 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 2 ①
支援機関の拡充を図るとともに、相談が多い就
学・就労に関する機関・団体との連携を強化しま
す。

こども未来局 健全育成課 B B

千葉市子ども・若者支援協議会の所属機関
から、特に日常的に実務に当たる機関を招
集し「不登校・ひきこもりに関する連携会
議」を行い、解決が困難な事案や機関連携
が求められる事案についての共有を行っ
た。

不登校・ひきこもりに関する連携会議開催
回数　6回
共有した事案件数　35件

子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

様々な悩みを抱える30
歳代までの子ども・若
者とその家族の相談に
応じる「子ども・若者
総合相談センター
（Link)」を運営しま
す。

182 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 2 ②
電話相談・来所相談だけでなく、訪問相談・同行
支援など相談者のニーズに応じた支援を行いま
す。

こども未来局 健全育成課 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

183 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 2 ③
相談者のニーズに対し、スムーズな支援を行うこ
とができるようにするため、相談員を増員しま
す。

こども未来局 健全育成課 拡充 資料1-3に記載

子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業
(相談員の増員)

相談者のニーズに対
し、スムーズな支援を
行うことができるよう
にするため、相談員を
増員します。

184 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 2 ④
困難を有する子ども・若者及びその家族が抱える
問題に適切に対応できるようにするため、相談員
のスキルアップを図ります。

こども未来局 健全育成課 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

185 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 2 ⑤
相談者が受けている支援内容をデータベース化す
るとともに、相談者に対しアンケートを実施し、
支援体制の改善及び支援内容の充実を図ります。

こども未来局 健全育成課 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

186 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 2 ⑥
電話、来所、訪問相談だけでなく、出張相談や
SNSによる相談も実施します。

こども未来局 健全育成課 新規 資料1-3に記載

子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業
(出張相談、
SNSによる相
談)

様々な悩みを抱える30
歳代までの子ども・若
者とその家族の相談に
応じる「子ども・若者
総合相談センター
（Link)]において、電
話、来所、訪問相談だ
けでなく出張相談や
SNSによる相談も実施
します。

11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

1 3
ヤングケアラーへの支援のため、連携支援体制の
構築や認知度向上を図ります。

こども未来局 こども家庭支援課 新規 資料1-3に記載
ヤングケア
ラー支援体制
強化

ヤングケアラーに対す
る連携支援体制の構築
や、児童生徒や関係者
の認知度向上のための
周知媒体の作成、研修
を実施します。

187 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

2 1 ①

小・中・高校・特別支援学校・中等教育学校・サ
ポート校や大学に対し、子ども・若者総合相談事
業の啓発を強化し、支援が必要になった児童・生
徒・学生に対して早期に対応できるようにしま
す。

こども未来局 健全育成課 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

188 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

2 1 ②

地域の青少年育成団体や福祉団体等に対し、子ど
も・若者総合相談事業の啓発を強化し、地域と一
体となり困難を有する子ども・若者及びその家族
を支援します。

こども未来局 健全育成課 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

189 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

2 2 ①
関係機関・団体等と連携を図りながら、課題を抱
えている児童生徒、無職少年等に対し、立ち直り
に向けての支援を行います。

こども未来局 青少年サポートセンター B B
青少年サポートセンター5分室にて青少年
サポート事業を実施した。

サポ―ト事業対象者32名に対し、延
2,362回の実施

青少年サポー
ト事業

関係機関・団体等と連
携を図りながら、課題
を抱えている児童生
徒、無職少年に対し、
立ち直りに向けての支
援を行います。

こども未来局 健全育成課 再掲
青少年育成委
員会活動事業

再掲（132）
青少年相談員活
動事業

再掲（133）

保健福祉局 精神保健福祉課 ひきこもり地域支援センターを運営した。 延相談件数2,436件（244日開所）

ひきこもり地
域支援セン
ターの設置・
運営

子ども・若者総合相談
センター（Link)をはじ
め、関係機関との連携
を図り、ひきこもり状
態にある方やご家族か
らの相談に応じ、適切
な助言や家庭訪問など
の包括的な支援を行い
ます。

教育委員会
教育センター
教育支援課

①教育支援センター「ライトポート」
小学生支援に特化した指導員を3所（若
葉、緑、稲毛）にそれぞれ2名ずつ配置
し、全6所への配置が完了した。また、小
学生専用教室も全6所に整備し、増加する
不登校児童への支援体制の整備を進めた。
②家庭訪問相談員派遣
家庭に引きこもりがちな児童生徒への対応
として10名の指導員を派遣した。様々な
不登校の状況に応じて、相談や学習支援、
ゲームで遊ぶ等の支援を行った。
③家庭訪問カウンセラー派遣
重篤化、長期化する不登校児童生徒への支
援、加えてその保護者への支援として2名
増員の4名の家庭訪問カウンセラーを配置
した。
④校内支援センターステップルームに専用
職員を4名配置した。

教育支援センタ―「ライトポ―ト」入級者
数：408名
家庭訪問相談員派遣件数：113件
家庭訪問相談員のべ派遣回数：1,927回
家庭訪問カウンセラ―派遣件数：57件
家庭訪問カウンセラ―のべ派遣回数：956
回
ステップルームティーチャー配置校数：4
校

教育支援セン
ター「ライト
ポート」

「教育支援センター
（ライトポート）」で
の少人数での適応指導
活動を通じて、不登校
児童生徒の社会的自立
や学校生活への復帰を
支援します。

家庭訪問相談員

相談員が自宅等でひき
こもり状態にある不登
校児童生徒の家庭訪問
をして心のケアを図
り、社会的自立や学校
生活への復帰を支援し
ます。

スクールカウン
セラー

再掲（210）
スクールソー
シャルワーカー

再掲（211）
ステップルーム
ティーチャー

様々な理由で教室に入
ることができずに、校
内教育支援センター
（教室以外の別室）に
登校する児童生徒に対
して、学習支援や相談
支援を行います。

こども未来局 健全育成課 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

保健福祉局 精神保健福祉課
ひきこもり地域支援センターを運営した。
ひきこもり家族セミナーを開催した。

延相談件数2,436件（244日開所）
延参加者数22人（6回開催）

ひきこもり地
域支援セン
ターの設置・
運営

再掲（251）
ひきこもり家族
セミナ－

家族に、不登校やひき
こもりの若者がいる方
を対象に、「家族の対
応を考える」をテーマ
にして、参加者が悩ん
でいることを話し、助
言を受けるセミナーを
実施します。

192 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

2 3 ③

複合的な課題を抱える生活困窮家庭等の子どもの
生活習慣や生活環境の改善、学習や進学相談等の
支援、関係機関との連携など包括的な支援を行う
子どもナビゲーターを配置します。

こども未来局 こども家庭支援課 拡充 資料1-3に記載
子どもナビ
ゲーター事業

複合的な課題を抱える
生活困窮家庭等の子ど
もの生活習慣や生活環
境の改善、学習や進学
相談等の支援、関係機
関との連携など包括的
な支援を行う子どもナ
ビゲーターを配置しま
す。

B B

BB191 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

2 3 ②

ニート・ひきこもり・不登校にある子ども・若者
を支える家族に対し、本人との関わり方に関する
助言・アドバイスを行うなど、支援機関と連携し
て支援を行います。

3 ①
ニート・ひきこもり・不登校にある子ども・若者
に対し社会的自立を促すため、地域の青少年育成
団体、福祉機関等の関係機関が支援を行います。

190 11
社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者
に関する支援

2


